
令和元年12月11日 

 

 魚沼市議会議長 遠 藤 徳 一 様 

 

総務文教委員会 

委員長 本 田   篤 

 

総務文教委員会調査報告書 

 

 本委員会は、所管事務について下記のとおり調査したので、魚沼市議会会議規則

第 110 条の規定により報告します。 

 

記 

 

１ 調査事件名 (１) 所管事務調査について 

        (２) 閉会中の所管事務等の調査について 

        (３) その他 

 

２ 調査の経過 12月11日に委員会を開催し、付託案件の審査を行った。 

所管事務調査については、第二期魚沼市子ども・子育て支援事業

計画（案）について、広神中学校・湯之谷小学校結露調査の結果に

ついて、市有バスの事故防止対策について、及び細野地区へのロー

タリー除雪車譲渡について執行部から説明を受け、質疑を行った。 

閉会中の所管事務等の調査については、これを行うこととした。 

その他で、行政視察の総括については、視察報告書の内容を確認

し、議長に報告することとした。また、議会報告会の意見・要望の

取り扱いについて、対応区分を協議した。 
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総務文教委員会会議録 
 

１ 審査事件 

（１）議案第 95 号 魚沼市職員の給与に関する条例の一部改正について 

（２）議案第 96 号 魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に

ついて 

（３）議案第 97 号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理について 

（４）議案第 98 号 魚沼市役所の位置を定める条例の一部改正について 

（５）議案第 99 号 魚沼市役所新庁舎移転に伴う関係条例の整備について 

（６）議案第 100 号 財産（サーバ機器等）の取得について 

（７）議案第 101 号 財産（魚沼市庁舎設置什器購入その１）の取得について 

（８）議案第 102 号 財産（魚沼市庁舎設置什器購入その２）の取得について 

（９）議案第 103 号 魚沼市庁舎建築工事請負契約の変更について 

（10）議案第 104 号 魚沼市新市建設計画の変更について 

 

２ 調査事件 

（11）所管事務調査について 

   ・第二期魚沼市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

   ・広神中学校・湯之谷小学校結露調査の結果について 

   ・市有バスの事故防止対策について 

   ・細野地区へのロータリー除雪車譲渡について 

（12）閉会中の所管事務等の調査について 

（13）その他 

   ・行政視察の総括について 

   ・議会報告会の意見・要望の取り扱いについて 

 

３ 日  時  令和元年 12 月 11 日 午前 10 時 

 

４ 場  所  広神庁舎 301 会議室 

 

５ 出席委員  星野みゆき、大桃 聰、大平恭児、志田 貢、大平栄治、渡辺一美、 

本田 篤、（遠藤徳一議長） 

 

６ 欠席委員  なし 

 

７ 説 明 員  佐藤市長、梅田教育長、森山総務政策部長、堀沢教育委員会事務局長、 

武藤総務政策部副部長、坂大総務人事課長、吉澤企画政策課長、 

大塚財務課長、斎藤学校教育課長、広井子ども課長 
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８ 書  記  磯部議会事務局次長、高橋主任、今井主任 

 

９ 経  過   

 

  開  会（10：00） 

 

本田委員長  定足数に達しておりますので、ただいまから総務文教委員会を開会いたします。

本委員会に付託されました議案について審議願います。 

 

（１）議案第 95 号 魚沼市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

本田委員長  日程第１、議案第 95 号 魚沼市職員の給与に関する条例の一部改正について

を議題とします。執行部から補足説明はありませんか。 

佐藤市長  ありません。 

本田委員長  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

大平（恭）委員  今回、給与条例に関する改正が、人事院勧告が出されてやるわけですけど、

これは適用については若年層というふうにいわれましたけれども、主に職員数からいくと

どの程度になるのか、把握していましたらお願いします。 

森山総務政策部長  新旧対照表を見ていただきますと、行政職の給料表であると５級の途中

までということになっております。おおむね 34 歳以下。影響者について 156 人というふう

に私どもの数字はつかんでおります。 

大平（恭）委員  もう一点伺いますが、会計年度任用職員が来年から始まるわけですけれど

も、その適用については今回の給与条例改定と同じような形で行われるのか、それともこ

れは連動していないのか、そこら辺について伺います。 

森山総務政策部長  議案第 96 号で出させていただいております、そのとおりにさせていた

だきたいと思っております。 

大桃（聰）委員  住居手当も値上がりするということになっていますけども、これだけ上げ

る明確な理由みたいなのは勧告あるいは人事委員会のほうから来ていますか。説明できま

すか。 

森山総務政策部長  こちらにつきましては、県の人事委員会勧告ではなくて、国の人事院勧

告に基づく改定ということでございます。国のほうでの調査をした結果が、今現在の住居

を用意している状況がこういう状況だったということで勧告をされたと私どもは認識して

おりますので、そのとおりに今回手当てをさせていただいたということでありますが、家

賃の下限額が引き上がっておりますので、安いアパートとかを借りていると逆に手当がマ

イナスになってしまうという現象が今回はございます。実際に計算をしてみますと、住居

手当の増額の対象者が今現在 24 人、減額対象者が 72 人ということで、逆に下限額が引き

上げられたことで手当額が下がってしまうという現象が地方では起きております。従いま

して、このまま４月からということになると、来年度の１年間でトータルをしますと 130
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万円程度、住居手当は減額になってしまうというような試算が私どものほうではつかんで

おります。 

大桃（聰）委員  私、何回も言っていますけども、人事院勧告ですとか県の人事委員会とか

の勧告にそのままするんじゃなくて、今の減額の対象になるというのは、ここら辺の田舎

の住宅事情というか家賃、そういうことの関係で下がるわけですから、それは市独自の基

準なんかあってもいいんじゃないかと私は思うんですけど、そういった考えはないですか。 

森山総務政策部長  実際に給料と手当を全て合わせて給与というような言い方でしておりま

すので、例えば給料についてはそういった人事委員会とかに合わせて、ほかの手当を実情

に合わせるということでも、なかなかそれはつじつまが合わないというようなことになる

かと思います。ですので、給料についても地域の実情に合わせた調査をしろというご意見

も以前からありますが、それぞれの企業にお声がけを１回させていただいた経過もありま

すけれども、協力をしていただけなかったということがありますので、今現在こういう形

でさせていただいているということでございます。 

大桃（聰）委員  今、給料の話はしていないです。全体で給料とおっしゃるのはそうだけど、

給料じゃなくて手当の部分。これが要は中央というか都会と実情が合ってなくて下が上れ

ば支給が減るということについて、東京じゃなくてこっちの事情で決めたほうがいいんじ

ゃないのという話をしているんで、給与のことを各市内の事業所に問い合わせてどうする

というのは今言ってないです。この住宅のところがもらっている人が減るわけですよね。

そういうのが実情と合っているのかどうかという、そこを市としては独自ということをや

らないのかと聞いているんです。 

森山総務政策部長  住居手当に限らず手当はほかにもございます。そういうところを、もし

住居手当だけを見直すという話ではありませんので、そうなりますとそれぞれの手当等に

ついても現状、地域に合わせた調査をしなければならなくなりますし、そうしなければ合

理的な理由というのが出てこないということになりますので、今現在は人事院の制度に準

拠してやらせていただきたいという考えは市の考えであります。 

大桃（聰）委員  今ほかの手当もということがあるとおっしゃいましたけども、今後、そう

いうふうにしていくつもりがあるのかどうか。 

森山総務政策部長  今現在は、現行の制度で行っていきたいと考えています。 

渡辺委員  今のことに関連して質疑させていただきますけれども、例えば中核市といわれて

いるようなところでも、実は福祉の場面ですと生活保護の住居費というところでは、魚沼

市は３万円くらいが限度だったと思うんですが、中核市でも魚沼市よりも低いところも実

際にはあります。少しそういった関係の方たちと話をしたときに、20 万の中核市でありな

がら２万 9,000 円が限度なんですというようなお話で、でも実際にその都市ではその金額

で住居が探せるということでした。ですので、福祉関係ですとちゃんと実態調査をしなが

らしているところがありますし、そのあたりも含めて、私は今後どうするではなくて、調

査の仕方ができるのかどうかということは今後検討していただけたらと思うんですけれど、

いかがでしょうか。 

森山総務政策部長  調査というところについては今後検討の余地はあるかもわかりませんが、

現行、人事院の勧告に準拠して行っているといった方針は、これからも、今現在というこ
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とですが、続けていきたいということでありますので、今後の検討課題とさせていただき

たいと思います。 

本田委員長  ほかにございますでしょうか。（なし）質疑なしと認めます。これで質疑を終結

します。討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認め

ます。よって、討論を省略し、採決することに決定しました。これから議案第 95 号につい

て採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。（「異

議あり」と呼ぶ者あり）異議がありますので、挙手にて採決いたします。本案は原案のと

おり決することに賛成の方は挙手願います。（挙手多数）挙手多数であります。よって、議

案第 95 号 魚沼市職員の給与に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決す

べきものと決定されました。 

 

（２）議案第 96 号 魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に

ついて 

 

本田委員長  日程第２、議案第 96 号 魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部改正についてを議題とします。執行部から補足説明はありませんか。 

佐藤市長  ありません。 

本田委員長  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

大桃（聰）委員  さっきの正職のところは 156 人影響して、445 万 6,000 円全体にふえると。

こっちのほうはどうなるのか教えてください。 

森山総務政策部長  この議案第 96 号になりますと、新たに４月からこの制度が開始される

ということであります。今現在の非常勤職員等がここにシフトされるということではあり

ますが、給料の格付け等についてもまだきちんと決まっている部分ではなく、今それが最

終段階に入っているというようなところでございますので、今現在とこれから４月でどう

なるかという数字は今出していない状況であります。 

大桃（聰）委員  ４月から適用になるということでいいんですね。正職は 27 日に差額、４月

にさかのぼってやるわけだけど、差額が出ると。これは今していないから４月から適用。

そういうことでいいんですね。 

森山総務政策部長  お見込みのとおりであります。 

大平（恭）委員  確認なんですけども、以前お聞きして私忘れてたかもしれないんですけど

も、会計年度任用職員の適用については、市でいうと臨時、日々雇用などの本当にごく短

時間の方々。本当に必要なときにだけ働いている方々も適用になるという理解でよろしい

ですか。 

森山総務政策部長  そのようになります。 

本田委員長  ほかにございますでしょうか。（なし）質疑なしと認めます。これで質疑を終結

いたします。討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。（異議なし）異議なしと

認めます。よって、討論を省略し、採決することに決定しました。これから議案第 96 号に

ついて採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なし）異議なしと認めます。よって、議案第 96 号 魚沼市会計年度任用職員の給与
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及び費用弁償に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決すべきものと決定さ

れました。 

 

（３）議案第 97 号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理について 

 

本田委員長  日程第３、議案第 97 号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理についてを議題とします。執行部から補足説明はありません

か。 

佐藤市長  ありません。 

本田委員長  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

大桃（聰）委員  この中で削除される方がいっぱい出てくるわけですけども、この方々はま

た別な規則かなんかでみるというお話ですが、それはいつ出てくるんですか。 

森山総務政策部長  規則になりますと条例事項ではもちろんないということではありますが、

令和２年４月１日からこれを実施したいということでございますので、それまでにきちん

と規則は整備をさせていただきたいということでございます。 

大桃（聰）委員  その４月１日からこれが抜けるわけですから、それにあわせてということ

で空白の期間がないようにしていただければ思いますが、いいですか。 

森山総務政策部長  そのようにさせていただきます。 

本田委員長  ほかにございますでしょうか。（なし）質疑なしと認めます。これで質疑を終結

します。討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認め

ます。よって、討論を省略し、採決することに決定しました。これから議案第 97 号につい

て採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。（異

議なし）異議なしと認めます。よって、議案第 97号 地方公務員法及び地方自治法の一部

を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理については、原案のとおり可決すべきものと

決定されました。 

 

（４）議案第 98 号 魚沼市役所の位置を定める条例の一部改正について 

 

本田委員長  日程第４、議案第 98 号 魚沼市役所の位置を定める条例の一部改正について

を議題とします。執行部から補足説明はありませんか。 

佐藤市長  補足説明の中で一部舌足らずなところがありましたので、追加をして説明させて

いただきたいと思います。 

森山総務政策部長  先日の補足説明の中での質疑で、特に堀之内庁舎について今現在教育委

員会が入っている。その教育委員会が新庁舎に移る時期の部分とあわせて、それが遅れた

場合、この条例が施行されるとこの条例と合わないのではないかという質疑がございまし

た。これにつきましては、教育委員会の部局というようなところの話でありますが、今回

の位置を定める条例については、本庁舎と北部庁舎ということで条例改正案は出させてい

ただいております。教育委員会の事務室については、このような形になっても法令上は特
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に問題がないということで確認をしてございます。でありますので、今回５月７日までに

は教育委員会が新庁舎に移らず、当分の間、今の庁舎で事務を執ったということであって

も、この条例が違っているということではございませんので、そこは確認できております

ので、まずはご報告をさせていただきます。また、教育委員会の移る時期ということであ

りますが、今現在関係する団体等とにぎわいづくりについて協議等を行っております。そ

の協議がまだまとまってはおりませんが、前向きな方向で今進んでいるというところでは

ありますが、５月７日に教育委員会が、これによってある程度にぎわいづくりができると

いう見込みがまだここで明言できる状態ではございませんので、もうしばらくしっかりと

議論をした中でまた後日報告をさせていただくようなことで今動いておりますので、よろ

しくお願いをしたいと思います。補足は以上であります。 

本田委員長  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

志田委員  今回の議案 98 号は、特別議決ということで大変重要な案件だと認識しておりま

す。市役所本庁舎と北部庁舎の位置を決めるということで、いよいよ５月７日の新庁舎開

庁に向けて進んでいくわけでありますが、それに向けては私を含めて市民の皆さんも新庁

舎ということで、職員の皆さんの市民サービス、あるいは行政サービスに期待していると

ころだと思っております。ちょうど１年前、総務委員会で機構改革ということで提案があ

りまして、北部事務所という名前が機構の中で決まったわけでありますが、１年前、市長

は答弁の中で、今までどおり支所とならなくても、事務所であったとしても今までどおり

サービスは低下させない。それ以上のものを期待してほしいというような答弁がありまし

た。１年経ったわけでありますが、今、市長はその気持ちに変わらず、またあるいはどう

いうふうな具体的なサービスを考えているのか、もしありましたら答弁のほうお願いした

いと思います。 

佐藤市長  組織機構の部分ではありますので、この庁舎の位置を定めるのとはちょっと違い

ますけれども、ご質問いただきましたのでお答えさせていただきたいと思いますが、新た

な年度に向かっても、しっかりとそのことは意識をして取り組んでいきたいと思っており

ますので、１所長２次長制度はしっかりと取り組みをさせていただいて、役割分担をしな

がら、地域の皆さん方にしっかりと寄り添う形ではつくっていきたいと思っておりますの

で、特に今観光の部分が非常に手薄になっておりますので、この後また組織機構のほうで

皆さん方からご検討いただく部分があろうかと思いますけども、やっぱり只見線沿線の北

部地域の商工観光についてはしっかりと見れるような形をこれからつくっていきたいと思

っておりますので、現状からさらに一歩前に進める形で仕組みができればいいなと思って

おりますので、皆さん方からもまたご協力いただきたいと思います。 

志田委員  現状からまた今一歩進んだ形をつくっていければという答弁がありましたけれど

も、若干位置を決めるところからかけ離れている質疑になるかもしれませんが、私もやは

り北部地域の住民の一人の中として、また住民の代表でもありますので少し住民の皆さん

からいただいた声を質疑の中に入れさせてもらいます。より良いサービスということにな

りますと、やはり北部地域に関すれば入広瀬地区も含めてその地域を熟知した職員、ある

いは顔見知りの職員ということになると市民の皆さんも安心できます。そういった部分か

らコミュニケーションも図りやすいと思いますので、そういった職員の配置に関しても十
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分なサービスを考えているのか、あるいは市の中においていろいろな部局との関係の中で

適材適所という意味合いでの配置になるのか。私の希望としては十分熟知した職員を配置

していただけるようなことをお願いしたいのですが、いかがでしょうか。 

佐藤市長  これまで入広瀬地域担当、守門地域担当ということで、それぞれ出身地の人が一

番事情がよくわかるだろうということで配置をさせていただきました。これからは職員が

少なくなっていく中で、どういうふうな配置が必要かというのは検討していかなきゃいけ

ないと思いますけども、いずれにしても地域事情がしっかりと理解できる、地域整備は特

にそういうところに影響してくると思うんですけども、地域事情がよくわかる職員という

ことで、その出身地域にこだわらずにその地域をよく知る人をできるだけ配置したいと思

っております。まだスタートして日が浅いわけでありますので、しっかりとこのことを形

づける意味で必要かなと思っておりますので、今後についてもしばらくの間はそういった

意識を持ってやっていきたいと思っています。 

志田委員  ちょうど１年前の総務委員会では、なぜ支所にしないんだという質疑が多くあっ

たんですが、支所にこだわらず今まで以上のサービスを進めていきたいという答弁があっ

た中で、その考え方は変わっていないのかどうか確認の意味で答弁をお願いしたいと思い

ます。 

佐藤市長  基本的には所信は全然変わっておりませんので、今の現状をさらに一歩前に進め

るという形で進めていきたいと思っています。 

大桃（聰）委員  先ほど部長のほうから堀之内庁舎の教育委員会の件の話をいただきました。

５月７日までに決まらないというような予測があると。なので明言できないというお話し

でしょうけども、そうならない、５月７日までに決まらない懸案事項というのは何なんで

すか。 

森山総務政策部長  市長のお話にも以前からあったように、堀之内地域のにぎわいづくりと

いう部分で、教育委員会また病院とかというところが動いてしまうとにぎわいづくりに支

障が出るというようなところから始まって、それが今度は中心市街地の部分で、堀之内商

工会館あたりが空き家になってしまうとにぎわいづくりに支障が出るのではないかという

ような懸念の中で、そこも含めたにぎわいづくりを創出するためにどうするかというとこ

ろが懸念材料であるという現状であります。商工会さんにおいては堀之内庁舎に移りたい

というような意向が今現在ある中で、それではもし移った際にはそこをどういうふうに使

うかというようなところを今現在関係団体等といろいろな折衝なり協議を進めているとい

うところでありまして、そういうところがまだ固まっていないというのが先ほどの話であ

ります。 

大桃（聰）委員  堀之内庁舎をにぎわいづくりだって今の話しますけど、そういうので商工

会に入ってもらうとかそういう使い方するのであれば、教育委員会がいること自体がブレ

ーキになっているということだと私は思うんです。堀之内の人たちが教育委員会に堀之内

庁舎に残ってくれというお話なのか、今の庁舎をにぎわいづくりの施設として活用したい

のかというのは、相反する話だと私は思うんですけども、どうもやろうとしていることが

わからないです。市長の公約があったからということで、教育委員会をそこに残すという

ような話なんでしょうけども、その辺は前話したのが違うということであれば、その辺か
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ら話ししないとだめだと思うんですけども、その辺についてはいかがお考えですか。 

森山総務政策部長  堀之内庁舎に今団体から入っていただいて、そこを使っていただくとい

うことは、今進めているところでありますけれども、それに伴って堀之内の中心市街地、

主に中心地と今言われている堀之内本町であるとか上仲町であるとか、そういうところの

にぎわいも継続をした流れが必要であろうと。そういう考え方から今この話をさせていた

だいているということでありまして、例えば商工会が今の堀之内庁舎に移ってきていただ

くのは本当に結構なことだとは思いますけど、それに伴って堀之内本町であるとかそうい

うところが少し空洞化をするということのないように、今市としては考えながら進めてい

るということであります。できるだけ早くそれの結論を出したいということで進めている

ということであります。 

大桃（聰）委員  だから庁舎を使う話と中心市街地のにぎわいをどうするか、別の話じゃな

いんですか。私はそれを言っているんです。教育委員会が出てもらうことは別にいいじゃ

ないですか。教育委員会が出ることによってまちのにぎわいづくりができないという話じ

ゃないし、商工会さんがこっちに入ってくれるなら入ってもらえばいい。入ったことによ

って真ん中辺がなくなるからそれどうするという話は、堀之内庁舎をどうするという話と

はちょっと違うんじゃないですか。どう思いますか。 

森山総務政策部長  そういう議論もあるかもわかりませんが、やはりまちづくりと庁舎の利

活用もセットで考えていくべきではないのかなと考えながら、今進めているところであり

ます。 

大桃（聰）委員  さっきから言っているように、教育委員会がそこにいるからにぎわいがあ

るなんてことはないと思うんです。教育委員会がいる場所はもうできるんだし、本庁舎に。

そこに教育委員会がいれば商工会なりにぎわいづくりのスペースが減るわけです。だから

とっとといなくなって、それに向けて動いたほうがいいと思うんです。先ほどから部長は

早めとおっしゃいますけど、小出の図書館の件もありまして、小出の中心のにぎわいづく

りなんて全然計画ができない。その中で総花というか、実際にやっていることがつじつま

が合わないような話をしていると、いつになってもできないと思いませんか。 

森山総務政策部長  そうならないように、スピード感をもって進めたいと今やっております。 

大平（恭）委員  先ほどの志田委員の議論の関連なんですけど、新たな観光も含めた体制づ

くりということをおっしゃいました。でも人口減少や高齢化が一番進んでいると言われて

いるのが北部地域であります。この懸念というのは今の北部事務所。私も住民の方から伺

うんですけども、本当にこのままやってくれればいいんだけど、なかなか高齢化と人口減

少が進むところで本当にそれができるのかという心配の声もいただいております。これは、

そういう状況が今後進むわけですけれども、それについて一定程度、そこさっき市長が言

った部分も含めて体制等を考えてやられるのか、そこをまず１点伺います。 

佐藤市長  少子高齢化が進んだとしても、そこに生活の拠点があれば、そこはしっかりと見

ていくのがまず原則だろうと思います。人口減少問題をここで議論してもなかなか解決す

る部分ではないと思いますけれども、いずれにしても市民が生活していくうえで負担とな

ったり、また不便であったりすることがないようにしていくというのが基本だと思います

ので、これほかの地域も含めて公平に扱っていかなければならないと思いますけども、そ
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れだからといって人員を減らしていいって話にはならないんではないかなと、私は思って

いますので、そこはしっかりと見ていきたいと思っております。 

大平（恭）委員  今の北部事務所と入広瀬分所。入広瀬のほうは今後地元の方々と協議をし

て、行政機能も含めて検討されるという話を伺っていますけれども、この関係というのは

今市長が言ったとおり、北部事務所と入広瀬分所の関係というのは今後もこういう形で進

めるということでよろしいですか。 

佐藤市長  基本的には今のスタンスを継続するということで考えています。 

大平（恭）委員  また前に戻って申し訳ないんですけれども、ちょうど１年前、先ほど志田

委員がおっしゃったとおり、突如として北部振興事務所を北部事務所とするということが

出されました。私は当時それを聞いていて非常に異論を覚えたし、ちょっとどうかなと、

乱暴だなというふうに思った一人であります。そのことの経過について、私はこれまで前

市長の時代から基本構想まで取りまとめ、基本計画もしながら、住民と議会へと議論も説

明も十分行いながらきたわけです。そうしたときに突如として議会への説明、住民への説

明もほとんどなく、名称変更のみで議会に挙げたということについては、私は本当に今で

も疑問に思っている一人であります。そのことについて、一連の経過について、市長は総

括的にどのように考えていらっしゃるのか、まず１点伺います。 

佐藤市長  庁舎の位置に関する質問じゃありませんので、これがいいのかどうかわかりませ

んが、当初、支所という名前が果たして本庁舎と同じ機能をそこに持っていく、縮小した

形で持っていくのかどうかというのを担当のほうに聞いてみたら、そうではなくて、支所

という名前は使っているけれども、今の北部振興事務所の現状になったのが本来の形なん

だという話を聞かせてもらいましたので、名前を取るか実を取るかという形になると思い

ますので、支所という名前を使わなくても現状をしっかりと市民にサービスが提供できる

仕組みができればいいんだろうというようなことで、振興事務所の振興を取って北部事務

所にさせていただいたというのが現状でありますので、そのことについては各自治会の会

長さんを含めて市民の説明をしっかりとしてきたつもりでありますので、今この議論をこ

こでするべきではないと私は思っております。 

大平（恭）委員  今議論するべきではないという話をされましたけれども、やっぱりここは

大事だと思うんです。名前といいましたけれども、基本計画にきちんと載せたわけなんで

す。名前ではないわけです。それはごまかさないでいただきたいし、支所というのは法令

上に位置づけられた支所であるということでありますし、ちゃんと条文に１項起こしてや

ったわけですから、名前ばっかりではない。そのことの意味は非常に大きいと思います。

私が問題にしているのはそういうことを、計画を変えるときにちゃんと議会に、少なくと

も議会に対して提案の理由、経過を詳細に明らかにするべきだと思います。それで質疑の

中でいろいろ考え方がわかってきたというのが、ちょうど１年前の委員会だったはずです。

そういったことを市長がどういうふうに考えて、意見を持ってらっしゃるのか、それを伺

っているんです。 

佐藤市長  行政組織条例でもう既に議決をされている案件ですので、そこで議論はされてき

たと私は認識しております。 

渡辺委員  本会議での質疑の中でもあったんですけれども、本来であれば庁舎の一本化と支
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所というのが当初の計画だったわけですので、それが変わると。当然のことながら、ここ

にもう一つ庁舎があるということになると、一本化してプラス支所だという話とはちょっ

と違うように見受けられます。そこのところを、これが３分の２の特別議決だということ

をしっかりと踏まえれば、やはりもう少し丁寧な説明が本来であればなされなければいけ

なかったのではないかと思っておりますが、ここまで来たのでどうするかという話になる

かと思っております。今ほど組織としては事務所だということなんですけれども、そうし

ますと、今後は、今までは守門庁舎のことを北部事務所というふうに何となく読み替えて

呼んでいたようなところがあります。北部事務所が守門庁舎の中に入っていたんだと捉え

てきていたんだと思いますけれども、ただ皆さんは北部事務所ということで、そこが事務

所なんだなという感じに受け止められていた。愛称みたいな感じになるんでしょうか。だ

と思います。そうしますと、これまでの堀之内庁舎、広神庁舎、湯之谷庁舎、入広瀬庁舎

ここはこれまでどおり使うわけですが、そうしたものの呼び方、呼称ですとかといったも

のは今現在考えてらっしゃいますでしょうか。 

佐藤市長  今ここに市役所の位置を定める条例に提案させていただいたのは、組織条例に基

づいて北部事務所と本庁舎ということで、２つの組織を今、組織条例では持っているわけ

ですので、その位置を定めるお願いをさせていただいているということでありますので、

ほかの庁舎のことについては既にこの位置条例からも組織条例からもないわけであります

ので、施設としての機能はまた別に考えればいいことだと思いますので、そういったこと

でご議論いただければありがたいと思います。 

渡辺委員  当然そういったことで議論させていただいております。それで、もうなくなるわ

けですから、当然なくなるわけです。そのときに今後は全体を通して議論しなきゃいけな

いんだ、なんでこれが３分の２の特別議決かといったら、市のいろいろなあり方というの

がこの中で決まってくるので特別議決だと思います。位置も含めてですけれども。そうい

った意味では私は今後考えていきますとかといった答えが出てくるのであればわかります

けれども、全く関係ないんですみたいなことを言われてしまうと、ちょっとそれは違うか

と思いますが、そのあたり今後庁舎ではなくなるところについてのものについては今後ど

のようにお考えになるつもりでしょうか。 

森山総務政策部長  今回の条例の一部改正で、堀之内、湯之谷、広神、そういった庁舎がこ

この条例からは落ちてきて、名称がなくなるといったお話しかと思います。その中で湯之

谷については、こちらを公民館にするということで議案を出させていただきますので、そ

こはそういった名称に変わって、堀之内と広神をどうするかというところになりますが、

法律あるいは条例で定めなければならないものというのは、当然決まっているわけであり

ますので、そこに定めなくてもよい箱については条例事項ではないということになれば、

何らかの形でしかしながら示さなければ、ここに入ってくださいという募集をかけるにし

ても、ここを買ってくださいという公募を出すにしても、やはり何らかの名称というのは

必要になるというところについては、事務方としては認識をしております。今現在それを

どうするかというところまで決まってはおりません。これからの検討事項と考えておりま

して、それは今年度中に方向性を出したいと考えております。 

渡辺委員  そうしますと、５月７日に改められるときには、ほかの庁舎についても名前がき
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ちんと改められて、きちんと呼べるような形になると理解してよろしいですか。 

森山総務政策部長  すべての庁舎、今ある既存庁舎が条例上で名称をつけられるかどうかと

いうのは別にいたしましても、呼び方というものについてはある程度方向性を出したいと

考えております。 

本田委員長  ほかに質疑はございますでしょうか。（なし）質疑なしと認めます。これで質疑

を終結します。討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。（異議なし）異議なし

と認めます。よって、討論を省略し、採決することに決定しました。これから議案第 98 号

について採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。（異議なし）異議なしと認めます。よって、議案第 98 号 魚沼市役所の位置を定める

条例の一部改正については、原案のとおり可決すべきものと決定されました。 

 

（５）議案第 99 号 魚沼市役所新庁舎移転に伴う関係条例の整備について 

 

本田委員長  日程第５、議案第 99 号 魚沼市役所新庁舎移転に伴う関係条例の整備につい

てを議題とします。執行部から補足説明はありますか。 

佐藤市長  ありません。 

本田委員長  これから質疑を行います。質疑はありませんか。（なし）質疑なしと認めます。

これで質疑を終結します。討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。（異議なし）

異議なしと認めます。よって、討論を省略し、採決することに決定しました。これから議

案第 99 号について採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。（異議なし）異議なしと認めます。よって、議案第 99 号 魚沼市役所新庁舎

移転に伴う関係条例の整備については、原案のとおり可決すべきものと決定されました。 

 

（６）議案第 100 号 財産（サーバ機器等）の取得について 

 

本田委員長  日程第６、議案第 100 号 財産（サーバ機器等）の取得についてを議題としま

す。執行部から補足説明はありませんか。 

佐藤市長  ありません。 

本田委員長  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

大桃（聰）委員  一般競争入札なんですけど、このソフト・ドゥという会社１者なんですが、

市内業者ということで１者しかいないという、そういうことでよろしいですか。 

森山総務政策部長  募集は市内業者ということで募集をかけて、最終的に応募が１者であっ

たということであります。 

大桃（聰）委員  予定価格を決めるわけですけども、この辺の見積もりは内部でどんなんな

ってやっているんですか。どこかから見積もり取るんですか。 

森山総務政策部長  今回の入札に当たっては３者から見積もりを徴して対応させていただき

ました。 

大桃（聰）委員  先ほど市内に１者、手を挙げた人がここなんで１者なんでしょうけども、

入札に入れる方、その見積もりを取った３者ということでいいんですか。それだけあると
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いうことですね。 

森山総務政策部長  そのとおりです。 

渡辺委員  今回の契約のケースとはちょっと違うかもしれないんですけれども、先般の一般

質問の中で公共施設の中に磁気ループを設置するというお話しだったので、そうしますと、

ＷｉＦｉとかがこの磁気ループを設置することによって影響があるかというところを聞か

せていただきたいんですけど。 

武藤総務政策部副部長  今ほどの磁気ループのお話ですが、新庁舎につきましては議場の傍

聴席に磁気ループを設置いたします。磁気ループにつきましては磁場で補聴器の支援を行

うシステムでございますので、ＷｉＦｉの電波とは直接影響はございません。 

本田委員長  ほかにございますでしょうか。（なし）質疑なしと認めます。これで質疑を終結

します。討論を省略し、採決することに異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認めま

す。よって、討論を省略し、採決することに決定しました。これから議案第 100 号につい

て採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。（異

議なし）異議なしと認めます。よって、議案第 100 号 財産（サーバ機器等）の取得につ

いては、原案のとおり可決すべきものと決定されました。 

 

（７）議案第 101 号 財産（魚沼市庁舎設置什器購入その１）の取得について 

 

本田委員長  日程第７、議案第 101 号 財産（魚沼市庁舎設置什器購入その１）の取得につ

いてを議題とします。執行部から補足説明はありませんか。 

佐藤市長  ありません。 

本田委員長  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

大桃（聰）委員  前に聞いたような気もするんだけども、文具組合の構成、人数とかお名前

があれば教えていただきたいんですが。 

武藤総務政策部副部長  文具組合の構成の数につきましては、個人、法人含めまして７者と

なっております。構成員の名前につきましては、前回議決いただきました建具組合と同じ

ように、構成員の氏名、名称までは控えさせていただきたいと思います。 

本田委員長  ほかにございますでしょうか。（なし）質疑なしと認めます。これで質疑を終結

します。討論を省略し、採決することに異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認めま

す。よって、討論を省略し、採決することに決定しました。これから議案第 101 号につい

て採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。（異

議なし）異議なしと認めます。よって、議案第 101 号 財産（魚沼市庁舎設置什器購入そ

の１）の取得については、原案のとおり可決すべきものと決定されました。 

 

（８）議案第 102 号 財産（魚沼市庁舎設置什器購入その２）の取得について 

 

本田委員長  日程第８、議案第 102 号 財産（魚沼市庁舎設置什器購入その２）の取得につ

いてを議題とします。執行部から補足説明はありませんか。 

佐藤市長  ありません。 
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本田委員長  これから質疑を行います。質疑はありませんか。（なし）質疑なしと認めます。

これで質疑を終結します。討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。（異議なし）

異議なしと認めます。よって、討論を省略し、採決することに決定しました。これから議

案第 102 号について採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議

ありませんか。（異議なし）異議なしと認めます。よって、議案第 102 号 財産（魚沼市庁

舎設置什器購入その２）の取得については、原案のとおり可決すべきものと決定されまし

た。 

 

（９）議案第 103 号 魚沼市庁舎建築工事請負契約の変更について 

 

本田委員長  日程第９、議案第 103 号 魚沼市庁舎建築工事請負契約の変更についてを議題

とします。執行部から補足説明はありませんか。 

佐藤市長  ありません。 

本田委員長  これから質疑を行います。質疑はありませんか。（なし）質疑なしと認めます。

これで質疑を終結します。討論を省略し、採決することに異議ありませんか。（異議なし）

異議なしと認めます。よって、討論を省略し、採決することに決定しました。これから議

案第 103 号について採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議

ありませんか。（異議なし）異議なしと認めます。よって、議案第 103 号 魚沼市庁舎建築

工事請負契約の変更については、原案のとおり可決すべきものと決定されました。 

 

（10）議案第 104 号 魚沼市新市建設計画の変更について 

 

本田委員長  日程第 10、議案第 104 号 魚沼市新市建設計画の変更についてを議題としま

す。執行部から補足説明はありませんか。 

佐藤市長  本件についても補足説明の中で一部舌足らずなところがありましたので、担当部

長のほうから説明させていただきます 

森山総務政策部長  先般の提案理由の説明、補足説明の後の質疑におきまして、新市建設計

画の変更案が今の情勢に合っていない記述であるので、そういうところについて具体的の

どの事業をやるのかというご指摘をいただいておりました。その２点について再度補足を

させていただきたいと思います。 

   まず、変更計画案の記述でありますが、こちらについては県のほうにこの変更計画案を

出す文書でございます。これについては事前に県との協議をする中でどのような形にする

のがよいかという協議をして、それで県と検討を重ねた結果、この形でいいという協議が

整ったうえでこれを今回出させていただいたものでございます。前回の５年間延長する際

も同じような形での変更であります。今回の新市建設計画の変更については、県との協議

の中では登載事業の実施を行うための変更。これは計画期間の延長をすれば十分であり、

また、事後的に登載事業を変更することは今回の法改正の趣旨に鑑みるとあまり想定され

ておらず、今回提案したとおり、計画期間の延長と延長した期間分の財政計画の追加のみ

とする内容でいいだろうということで県との協議を進め、県からの内諾を得ているところ
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でありますので、今回このような形で変更計画案を出させていただいたものでございます。 

なお、県との協議の中で延長期間の予定事業の具体的な部分でありますが、この新市建

設計画の変更案にあります 41 ページをご覧いただきたいと思いますが、41 ページの中の

事業であります教育センター設置事業、こちらについては具体的には教育センター設置の

ための、今想定をしている小出郷図書館の大規模改修。それから同じく 41 ページの小中学

校の学区の再編事業で、残った学校の大規模改修であるとか解体、それから 45 ページにな

りますが、庁舎整備事業の部分において既存庁舎の改修及び解体、その３点について主に

これから残っている事業ということで、県との協議の中では話をさせていただいているこ

とを申し添えます。補足説明は以上であります。 

本田委員長  これから質疑を行います。質疑はございますでしょうか。 

大平（恭）委員  まず、今、対象事業を挙げていただきましたけれども、３点。今、実際問

題、合併特例債をどの程度使っていて、限度額を 230 億円くらいじゃなかったかと思うん

ですけども、この事業についてはどの程度見てらっしゃるのか、見積もりで結構ですので

お示しください。 

武藤総務政策部副部長  特例債の今後の計画でございますので、財務課長に答弁をさせます。 

本田委員長  ここでしばらくの間、休憩といたします。 

 

  休  憩（10：58） 

 

  再  開（11：10） 

 

本田委員長  休憩を解き、会議を再開いたします。 

   それでは先ほどの継続とさせていただきます。改めまして答弁を求めます。 

大塚財務課長  先ほどご質問いただきました合併特例債の関係ですが、まず発行可能額につ

きましては、全体で約 239 億円が発行可能額の全体額となっております。それに対しまし

て、平成 17 年度から平成 30 年度までの発行済額が約 131 億 6,000 万円というのが現状に

なっております。それに加えまして今年度これから借り入れになりますけれど、新庁舎の

分がおよそ 20 億円程度追加で借り入れになるというのが現状となっております。それに

対しまして、新市建設計画で新たに延長したという部分について、そこの部分につきまし

ては、今のところの見込みとしましては約 14 億円程度を見込んでおります。 

大平（恭）委員  教育センターなんですけど、これ小出郷図書館の件からそういう意図があ

った、つくろうという話をしていたのか、これ新市建設計画ですから当初からきっと議論

して計画をそれぞれ練っていたと私は思うんですけれども、突然ばたばた感でこれが出て

きたのでこれを対象事業とするという感が私ぬぐえないと思うんですけど、そこら辺につ

いては教育センターについてはどういうお考えで来たんですか。 

吉澤企画政策課長  新市建設計画の中に教育センターの設置ということで登載を既にされて

いたということは、当然その設置について合併当時から議論がなされていたということで

あります。教育センター、当時単独の建物とするか、あるいは既存の公共施設を活用する

かというところについては、恐らくそのときはそこまで議論が至っていなかったのではな
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いかと思います。今回、公共施設再編の一環としまして、その中で教育センター設置を可

能な施設に機能を統合する、複合化させるということで、新市建設計画に登載した事業に

含めて合併特例債発行が可能ではないかということから、今回それを対象事業として挙げ

たというところであります。 

大平（恭）委員  やっぱりばたばた感があるんですよね。教育センター、教育をつかさどる

センター的な機能を持つようなところですから、やっぱり重要だと思うんです。そういう

ところを考えると、十分に計画を練って、例えば特例債事業が適用になるからやるという

話じゃなくて、これ別だと思います。合併特例債は本当に新市建設計画の中で一体感を醸

成するために計画に基づいて、主に建設などの事業について国から交付税措置されるのを

とらまえて今までやってきたわけなので、もう 10 年、これが適用になれば 20 年になるわ

けです。やっぱり教育なんてのは基本的なところですから、本当にばたばたと後で決める

のではなくて、私はこの合併特例債の対象になるからやるんじゃなくて、そもそもどうい

うことでやらなきゃいけなかった議論がなかったんじゃないかなと、そこを危惧します。

それで、センターをやるということでしょうけど、合併から 15 年経ってできなかったもの

が本当に５年でできるんですかというのがあります。これは、対象事業となった暁にはこ

れを進める。ならなかったときには進めない。そういう位置づけのものですか。確認しま

す。 

吉澤企画政策課長  特例債の発行の対象となるならないにかかわらず、これは進める事業と

して考えておりますが、特例債の対象事業となるものと既に協議しております。 

大平（恭）委員  それから、大規模改修のことについてですけど、どの程度今残っていらっ

しゃるのか。これから特例債の事業についてやろうとしているわけですけれども、これは

どの程度期間を見てらっしゃるのか。その辺も含めてお答えをください。 

吉澤企画政策課長  大規模改修につきましては、およそ９億円程度となっています。 

大平（恭）委員  何箇所ですか。 

吉澤企画政策課長  失礼しました。既存庁舎の解体、改修を含めて９億円ということであり

ます。 

大平（恭）委員  校舎です。小中学校の学区再編事業で校舎の大規模改修ということであっ

たでしょう。違うんですか。そこじゃないんですか。庁舎の大規模改修ですか。 

吉澤企画政策課長  想定しているのが魚沼北中の大規模改修ということでありまして、対象

経費が５億円です。 

大平（恭）委員  これは対象になろうがなるまいがやらなきゃいけない話なんで、いつまで   

に完成する予定ですか。事業終わる予定ですか。 

吉澤企画政策課長  新市建設計画における県の協議では令和４年としております。 

大平（恭）委員  確認ですが、ほかの校舎の大規模改修はもう終わっているということでよ

ろしいですね。 

吉澤企画政策課長  新市建設計画における学区の再編事業として挙げておりますので、学区

の再編に絡む対象の学校ということで、今申し上げた魚沼北中ということでございます。 

大平（恭）委員  これの対象にならない学校の大規模改修も予定されているということです

か。 
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堀沢教育委員会事務局長  校舎の大規模改修というところで対象となっておるのが、須原小

学校、宇賀地小学校。宇賀地小学校は予定では令和３年から入る予定と現在しております。

広神中学校体育館、魚沼北中学校があります。 

大平（恭）委員  今のは学区再編とは違う校舎の大規模改修であって、対象の事業は魚沼北

中学校ということで、確認ですけどよろしいですね。 

吉澤企画政策課長  県との協議の中で挙げている学校につきましては、魚沼北中の大規模改

修、入広瀬中の解体ということで挙げております。 

大平（恭）委員  今回、東日本大震災でこういう合併特例の期間が延長というのが出された

と伺っております。聞くところによると 160 余りの自治体から、それ以外に強い要望があ

って、その考え方に国が動いたという話も伺っております。当市は合併から 15 年。先ほど

挙がった対象事業、３つ残しているわけですけれども、特に庁舎建設で非常にタイトな日

程を余儀なくされている部分があったと思いますので、今後特例期間の延長については国

への要望等は出されていたでしょうか。 

佐藤市長  庁舎の建設についてはしておりませんので、期間内にちゃんと完工させるという

ことでしておりますので、お願いしたいと思います。 

森山総務政策部長  要望までは市のほうではしておりませんでした。 

大平（恭）委員  新潟県は日本でもかなり合併の進んでいる県でありますけれども、県内の

自治体ではそういう要望、市長会、町村会等含めて、要望があがっていたでしょうか。そ

れについて確認します。 

佐藤市長  市長会で特にそのことについて要望があがっていることはないです。町村会の中

身については私ども市長会のほうでは知り得るところじゃないです。 

渡辺委員  先ほど聞かせていただいた、全体で発行可能額が 239 億円のところ、この令和元

年度終わりますと約 150 億円程度消化するという形になるかと思います。そして一応この

残り、延長された５年間の中で今のところ計画として上がっているものとしては 14 億円

程度考えているんだという話でしたけれども、当初より 239 億円を 10 年間で消化するな

んていうことをすると、後年の公債費が大分上がってきてしまうので、全部発行額を使い

切るなんてことをすると財政が大変になるから、全部使い切れないという話があった中で、

ある意味、期間としては倍の期間の中で借り入れが可能になったと考えられると思います。

発行額、残すところ 74 億円を今の計画ですと残して延長期間でもし終了になればこれで

終わるということになるかと思います。当市とすれば、先ほど来、うちは延長を要望して

こなかったのかというところについては過疎債がかなり有利な起債としてありますので、

そのあたりでどうでもこの合併特例債使わなくてもできるという考え方もあるかもしれな

いんですけれども、この計画の中には教育センターも当初の計画からしっかりと設置事業

ということで載っておりますし、そのほか総合ブランド事業ですとかいろいろなものが載

っているわけです。図書館も今の小出郷図書館のところにするということになっています

けれども、事業の計画が変わって中央図書館というようなことがもし出てきたとき、この

５年間の間にまだ 74 億円使える中で、これを計画の中に、これからの５年ですのでわかり

ません。市長とすればそういったことも、今後いろいろな情勢も変わった中では計画とし

て上がっていってもということはお考えでしょうか。 
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佐藤市長  この合併特例債の総額を使い切るということじゃなくて、事業を認めてもらって

いるということでありますので、当然請け差が出ればいらなくなる部分があると。だから

余ったから使えるというものではないと認識していただきたいと思います。 

森山総務政策部長  当初の新市建設計画は６カ町村の合併協議会で固まって、これが出てき

ているということでありますが、今現在の計画で動いているのは、魚沼市総合計画で動い

ております。第一次が終わって今第二次の途中まで来ているというところでありますが、

その総合計画の中で計画をしていた事業が今現在動いていて、その結果 239 億円中 130 億

円、150 億円という結果に今なっているということでありますので、これからの５年間に

ついても基本的には新市建設計画はありますけれども、総合計画に基づいた事業運営をし

ていく中で必要があれば合併特例債を発行すると。この新市建設計画の中に含まれている

事業と総合計画の事業が一致するものがあれば、その中で発行していくという考え方で進

めていきたいという考えであります。 

渡辺委員  私も、当然そこは新市建設計画の中であれば、先ほど言った 14 億円で終わるとい

う話じゃないということも当然わかった中でお話しさせてもらっていますので、総合事業

の中でもそうですけれども、新市建設計画の中で謳われていたものが現実としてはできあ

がってこないものもいっぱいあるわけです。その中でしっかりと合併当初の夢、夢だけだ

ったのかもしれないですけれども、そういったものを今後、あと５年延長になった中で少

しでも近づけていくようなお考えがあるかという話だったんですけれど、今の答弁でもし

総合計画の中で事業を今後するものの中で合致するものがあれば当然使っていくんだとい

うお話でしたので、その程度で理解させていただきます。 

本田委員長  ほかにございますでしょうか。（なし）質疑なしと認めます。これで質疑を終結

します。討論を省略し、採決することに異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認めま

す。よって、討論を省略し、採決することに決定しました。これから議案第 104 号につい

て採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。（異

議なし）異議なしと認めます。よって、議案第 104 号 魚沼市新市建設計画の変更につい

ては、原案のとおり可決すべきものと決定されました。 

   しばらくの間、休憩とします。 

 

  休  憩（11：28） 

 

  市長退席 

 

  再  開（11：29） 

 

本田委員長  休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

（11）所管事務調査について 

   ・第二期魚沼市子ども・子育て支援事業計画（案）について 
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本田委員長  日程第 11、所管事務調査についてを議題といたします。まず、第二期魚沼市子

ども・子育て支援事業計画（案）についてを議題とします。資料が配付されておりますの

で、執行部から説明を求めます。 

堀沢教育委員会事務局長  第二期魚沼市子ども・子育て支援事業計画（案）につきまして、

広井子ども課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 

広井子ども課長  第二期魚沼市子ども・子育て支援事業計画（案）について説明させていた

だきます。まずは、この計画策定の趣旨、背景についてでありますけれども、子育て施策

のさらなる推進と、全ての子供が健やかに成長することができる社会を実現することを目

的といたしまして、子ども・子育て支援法第 61 条の規定に基づき、全国すべての市区町村

で一斉に策定する計画となっております。平成 27 年３月に策定した第一期の計画が今年

度末で終期を迎えます。従いまして来年度以降、令和２年度から令和６年度までの５年間

の第二期計画をこのたび策定させていただきたいと思っております。計画策定の経過であ

りますけれども、まず平成 30 年 12 月からことし１月にかけまして、子ども・子育て支援

ニーズ調査を実施いたしました。これも法律に基づいて実施することが義務づけられてい

る調査であります。こちらの対象は小学生以下のお子さんを持つすべての保護者を対象と

いたしまして、約 2000 世帯、2000 人を対象にアンケート調査を行いました。それから、

15 名の委員からなる魚沼市子ども・子育て会議における審議を今年度４回行いまして計画

案をまとめたところであります。内容につきましては、お手元の計画により説明いたしま

す。 

（資料「第二期魚沼市子ども・子育て支援事業計画（案）」により説明） 

今後のスケジュールでありますけれども、12 月下旬から約１カ月間、パブリックコメン

トを実施する予定であります。その後、パブリックコメントのご意見などをいただいたう

えで必要に応じて見直しなどを行い、今年度３月末には計画を策定していきたいと思って

いるところです。簡単ですが以上です。 

本田委員長  それでは質疑を受けたいと思います。質疑ございますでしょうか。 

渡辺委員  ３月には決めたいということですから、この中で少しでも変わるのであればとは

思うんですが、ほとんど変わらないのかなと思いつつも、一応区域の設定については１区

画ということで、従来どおり変わらずということで案が出てきました。福祉課のほうの生

活圏域のほうが３圏域ということで、来年度もう一つふやしていこうという計画になって

いますが、正直なところもう一つふやすにあたって本当にそれがいいのかどうかというあ

たりも検討されている中で、１区画。福祉課のほうも１圏域を３圏域までいくまでの議論

のところも大変だったんですけれども、本来であれば地域密着型できちんとそこで生活が

成り立つということを考えていくというところに立脚したときには、福祉課と一緒になっ

て、今回私一般質問でさせていただきましたけれども、教育委員会子ども課のほうで持っ

ているこの事業の計画案と、福祉課のほうでやっている地域共生社会としてのあり方みた

いなものは一緒になって計画を立てていかなきゃいけないはずであります。そういったと

きに例えばネウボラです。子育て世代包括支援センターの設置も来年度もう義務づけられ

ていて、そこについてもうちは１カ所ということだと思うんですが、地域包括支援センタ

ーと一緒に支所的な役割としてそこに設置することもできますし、設置したときに必要な
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人材を重複しながら使っていくということも今後できるようになるという、国はそういっ

たこと想定しているわけです。そうすると、この事業が本当に福祉課とのそういったとこ

ろですとか、全庁的なことですとかと一緒になって計画を立てたんでしょうか。まず聞か

せてください。 

広井子ども課長  福祉課との連携あるいは事前協議ということについては、そこまでは行っ

ておりません。 

渡辺委員  地域共生社会をつくっていかなければ、これから人口がどんどん減少していく中

で、そしてまた当市のように過疎化が進んでいるような地域をどうやってサービスを維持

していくかということを考えたときに、そちらの方向に向かっていかなければ維持できな

いと国全体そしてまた地方も思っているわけです。そうした中で、今のお話ですと福祉課

と連携していませんということですから、この計画も５年ごとで見直しをしていきますの

で、今ここでどうでも今していなかったんだから、もう一回しなおせという話ではないん

ですけれども、むこうは今３年ごとの計画ですし、こちらは５年ごとの計画です。一緒に

改定になる時期というのがまたいつ現れてくるかわかりませんけれども、そこは別として

きちんと整合性を図っていくために、庁内の中でそういった連携して地域共生社会をどう

やっていこうかという場所が一つないと、なかなか別々の計画をつくっていても難しいの

ではないかと思うんですが、この計画ができあがった後、その後区域なんかについてもし

見直しを図れるという可能性が出てきたときには、５年の中を待たずに計画は変更できま

すでしょうか。 

広井子ども課長  一応計画の中間年に見直しをすることにはなっております。その前に福祉

支援課との協議はさせていただきたいとは思いますが、ただ今現在の利用を見ますと保護

者の皆さんは割と地域をまたいでの、自分の居住地域ではない地域での保育園を利用され

ている方もいらっしゃるという実態もありますし、計画策定の経過でお話ししましたが、

子ども・子育て会議の審議の中では特に異論もなかったという中で策定をさせていただい

たところであります。 

渡辺委員  この子ども・子育て支援について、子ども・子育て会議の中で国の中の動向です

とか、そういったこともしっかり勉強する時間とかつくっていただきたいという気はして

おりますけれども、なかなか皆さん理解がない中で策定されていってしまったんだなとい

うのは、前回のときも本当に残念な思いでした。幼稚園の数にしても、ちょっと別のとこ

ろに行きますけれども、量の見込みのところに入らせていただきたいと思いますけれども、

今ここに保育の量の見込みとありますが、確認します。67 ページです。これの①の量の見

込みというのがこれからの５年間の中での量の見込みだと思います。確保の内容というと

ころに入りますけれども、認定こども園につきましては今の守門の認定こども園だと理解

します。それから、幼稚園、保育園、従来型幼稚園、地域型保育事業、このあたりをきち

んと説明していただきたいと思います。 

広井子ども課長  量の見込みにつきましては、子育て支援ニーズ調査の結果を受けまして、

あと国のほうで定められた算式というのがございます。そういったものを用いながら量の

見込みは算出をさせていただきました。②の確保の内容ですけれども、まず認定こども園、

幼稚園、保育園。こちらは厚労省所管の子ども・子育て支援新制度の中の施設であります。
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従来型幼稚園といいますのは、厚労省所管ではない文科省所管の従来からある幼稚園。具

体的に申し上げれば私立のめぐみ幼稚園がこの従来型幼稚園に当たります。最後、地域型

保育事業でありますけれども、これも子ども・子育て支援新制度の中で出てきた事業であ

りまして、地域密着型の小規模の保育施設等がこの地域型保育事業に当たるものでありま

す。 

渡辺委員  確保の内容の中の、この特定教育・保育施設の中の幼稚園というところで 105 あ

ります。私の認識では、以前は守門にも５歳児だけでしたけれども幼稚園があって、前回

つくるときにはこの認定こども園、全くゼロだったのがこうやって認定こども園の数が出

てきたので、そういう意味では評価させていただきますけれども、認定こども園に移行す

る。これだと少しずつ数がふえていますから、認定こども園に今後移行していくのであれ

ば、確保の内容、ふえているということは恐らくふやしていきたいと気持ちがあるわけで

すよね。そうすると保育園のほうですとか幼稚園のほうとかの数が減っていかないとつじ

つまが合わないのではないかと思うんですけれども、そのあたりはどうしてこのままの数

が載っているのか教えていただけますか。 

広井子ども課長  今ほどのご質問は認定こども園の１号認定のことでしょうか。認定こども

園の１号認定と、保育園の確保の数との関連だと思われますが、認定こども園につきまし

ては、委員のおっしゃるとおり５カ年でふえております。ふえていると言いましても、令

和４年度から 60 ということで、それまでは 15 ということになっております。保育園につ

きましては減っております。保育園につきましては子供の数が減るということを考えて、

人口推計等から減少傾向にあるということで減らしておりますし、認定こども園の１号認

定につきましては、従来型幼稚園のところが皆様ご承知のとおり、めぐみ幼稚園が令和３

年度末をもって閉園するという状況がございますので、若干認定こども園のほうに閉園を

受けて移行するということが考えられるということで、令和４年度から数字をふやしてい

るということであります。 

渡辺委員  ここもざっくりと結局一区域で考えているので、こういう数字になってきて、非

常にわかりづらい。これも区域ごとに、せめて北部地域、小出・湯之谷地域、堀之内・広

神のような形で区域が分かれているのであれば、そこに今現実にどのくらいの保育の見込

みがあって、整備足りないとか、その分計画の中でそれに沿った形にどうやって整備して

いこうかという議論ができるのに、１区画にしているので全体像が本当に見えづらいとい

うことがここでは起こってきていると思います。そうすると 120 あるうち、今の現状に合

わせて生徒数が少なくなっている分、120 が 45 減るんではないかという見込みで、そうす

るとこの２号、３号のところについても今ある定員数として、ここをどうしようかといっ

たときに、ここを変えていくということになって、その分がふえているんだと思うんです

けれども、これから民営化計画を立てていく中で、私は当然やっぱりこども園化をしっか

りとしていかなきゃいけないんじゃないかという気はします。そういったことはこの中に

はうたわれているんでしょうか。 

広井子ども課長  今ほどのご質問の件につきましては、次のページ 68 ページに提供体制の

確保の内容及びその実施時期という項目がございます。そちらにめぐみ幼稚園閉園後の対

応といたしまして、既存の保育園を認定こども園に移行することを検討しますということ
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を書かせていただきました。こちらは委員ご指摘のとおり再編計画との兼ね合いもありま

すが、再編計画でこれから中身を詰めていく中で既存の保育園の、全てではないとは思い

ますけれども、幾つかを認定こども園に移行し、そこで１号認定、いわゆる幼稚園として

の施設を確保してまいりたいと考えております。 

渡辺委員  時間的にきょうはたっぷりと時間取っていただいているんで少し専門的な話にな

りますけれども、数字としてここに１号認定として表れている数が必ずしも確保の数に載

ってくる必要なくて、実態としては２号、３号だという方だったとしても、やはり幼児教

育受けたいという方、私いらっしゃると思うんです。そういったときに、ここで１号認定

に対応できる施設のめぐみ幼稚園、すもんこども園と入広瀬幼稚園だけがあがってきてい

ますけれども、今の保育所も民営化するときに、私はここの認定こども園のところをしっ

かりとふやしていくような計画のほうが今後の幼児教育のあり方ですとか、魚沼市がしっ

かりと子供たちにどう教育をしていくのかというところを踏まえたときには、あってしか

るべきなので、今後のところに３施設だけが認定こども園として考えていくんだというの

はちょっとやめて、できれば保育園の民営化のときにこども園に移行することについても

検討しますというところあたりはどうでしょうか。そう読めるんですか、これは。 

堀沢教育委員会事務局長  先ほど子ども課長のほうが説明をさせていただきましたが、まず

ここで考えているのは、めぐみ幼稚園さんが閉園されたときにその受け皿が、１号認定の

お子さんの受け皿をどこかで求めておかなければならないということで、まずはそこで受

け皿を令和４年度までにつくりたいということで書いてあるのであって、現在のめぐみ幼

稚園、すもんこども園、入広瀬幼稚園というのがそのままということではなく、現在の保

育園のどこかを認定こども園にしておかなければならないということで、それについての

検討をするという説明を先ほどさせていただいておるということであります。これから民

営化するときに云々かんぬんというのは、この子ども・子育て支援事業計画ができあがり、

現在再編に向けて動いております中で、これを踏まえてきっちりと計画づけていくという

ことになります。再編計画はこれを踏まえた中で別のものができあがるということになり

ます。 

渡辺委員  何言ってるかさっぱりわからなかったんですけれども、まずはこの魚沼市子ども・

子育て支援事業計画がしっかりあったうえで、これにのっとったうえで、今度は民営化計

画もこれに沿った形でつくっていくということですよね。確認です。 

（「はい。そうです。」と呼ぶ者あり） 

であるならば、もう少し既存の保育所ですとかが認定こども園になってもいいような幅を

持たせた形でないといけないんじゃないでしょうかという話を私はさせていただいてお

ります。今私立の保育所も本来であれば認定こども園に移ってもらいたいという気持ちは

あるんですけれども、お母さん方のニーズからすればやっぱり幼稚園としてのしっかりと

した教育みたいなところも欲しい。でも自分は仕事をしているからお残りでの預かりもち

ゃんとしてもらいたくて保育の機能も欲しい。両方の機能が合わさっている認定こども園

というものを、まず魚沼市の場合、皆さんが実態を知らないというのもあるかと思うんで

す。そういった中で実態だとか制度をよく熟知している職員が、今後当然民営化していく

わけですから、その中で魚沼市のこれからのゼロ歳から５歳児をどのように教育していっ
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て、支援していきたいかというのをしっかりとこの中に数字に表れなかったら、前回のと

きもそうだったんですけど、結局は途中で数字変えなきゃいけなかったですよね。入広瀬

の幼稚園のこともあったりとかして急遽数字を変えなきゃいけなかったりですとか、それ

からもともとは認定こども園入れてなかったものを、結局認定こども園つくらなきゃいけ

なくなってまた変えなきゃいけなかったりとかしたわけですよ。当初はこども園という名

の保育所ということで計画を立ててきたわけですけれども、それを認定こども園にできる

ということで認定こども園に急遽変えて、計画を変えたという実情があります。制度自体

の見通しですとか今後の魚沼市の幼児教育及び未満児の体制をどうするかということ、こ

のゼロから５歳をしっかりと踏まえたうえで数字として落としていくときに、本当に市全

体でわけのわからない数字を出すんじゃなくて、本来であれば区域だとかそういったもの

がしっかりしている中で今この人たちがこれだけいますというのがわかるのが本来だと

思います。その中でこの１号、２号、３号なんですけれども、見込みの量、各地域に分け

たらどのくらいというのは、この中でわかるところがございますか。旧来の地域で。 

広井子ども課長  本計画は提供地域を１地域ということで考えておりますので、そのような

区分けはしておりません。 

渡辺委員  これからのこともあるので、できればそれがわかるような資料を出していただき

たいと思いますが、委員長いかがでしょうか。 

広井子ども課長  この計画を作る前にニーズ調査をさせていただきましたけれども、住んで

いらっしゃる地域はわかりますが、お子さんがどの地域の施設に通っているところまでは

確かつかめないかと思いますので、なかなかニーズ調査の中からひも解くというのは難し

いと思います。 

渡辺委員  住んでいる人がそこに決まっていれば、その人たちが本来であれば、もし区域を

幾つかに分ければですよ、そこの区域にはこれだけの需要がありますって。区域をまたい

で通園するというのはどこでもあることです。その地域の中にどれだけの保育のニーズが

あるかということはつかんでおくべきことだと思いますので、当然それはあるということ

でよろしいですか。 

広井子ども課長  ちょっと調べさせていただきたいと思います。ただ、ニーズ調査ではつか

めないものですので、今即答しかねます。 

渡辺委員  ニーズ調査のときには、その保育所にお願いをしてニーズ調査をするんですか。

それとも住所地のところの人たちの該当する子供さんを持っているところにニーズ調査の

依頼をかけたんですか。どちらですか。 

広井子ども課長  保育園を利用している保護者につきましては保育園を通じて配布いたしま

したし、それ以外につきましては直接郵送させていただきました。ただ回収後は全て一ま

とめにいたします。 

本田委員長  ほかにございますでしょうか。（なし）質疑なしと認めます。本件につきまし

ては、以上とさせていただきます。 

   しばらくの間、休憩といたします。 

 

  休  憩（11：58） 
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  再  開（13：00） 

 

本田委員長  休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

   ・広神中学校・湯之谷小学校結露調査の結果について 

 

本田委員長  次に、広神中学校・湯之谷小学校結露調査の結果について、資料が配付されて

おりますので、執行部から説明を求めます。 

堀沢教育委員会事務局長  広神中学校、湯之谷小学校の結露調査が終了しておりますので、

結果を斎藤学校教育課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 

斎藤学校教育課長  （資料「12 月 11 日総務文教委員会資料 資料１ 広神中学校・湯之谷

小学校結露調査分析業務委託報告書」により説明） 

本田委員長  ただいまの説明に質疑等ございますでしょうか。 

大平（恭）委員  法的な瑕疵はないということで、今後も施工事業者等には対策を求めない

ということにつながるんじゃないかと思いますが、私は「湯之谷小学校１階講堂結露発生

抑制対策と立案」というところで、見解というところがあります。確かに法的には基準を

満たしていると。でもやはり、真ん中の段であります、「このような地域であるため断熱

基準以上の対応を考慮し、弊社の経験から土間下の断熱材厚さ 50ｍｍ以上、その下に地盤

からの湿気止めとして 0.15ｍｍ」云々とあります。こういう対策というのはこの地域の特

性として求めていかなきゃいけない部分だったのではないかと思うんですけれども、そこ

ら辺について法的に瑕疵はないにしても、ここの部分についてはどういう考え方で今後い

くのか。お考えありましたら聞かせてください。 

斎藤学校教育課長  現在の基準と照らし合わせた部分ですとか、こういった実際この地域で

やっている部分の断熱材の厚さ等から考えると、厚さが薄いというところがあるんですが、

実際そういった施工をするとなりますと、下のほうの対策２、対策３のところにあるんで

すが、床面温度を下げないためにするには再施工、まず対策２としましては上のほうにさ

らに断熱材を入れ床をつくると。段差ができるのでスロープ等も必要になってくるという

対策になります。対策３のほうは、床面温度を下げないために一旦全部撤去し、土間下で

すとか地中梁に断熱材を施工し、再施工するという形になります。こういった再施工をす

るとなりますと、やはり多額の経費、工期もかかり使えなくなるという状況もあります。

実際に今年度除湿器での対応、そして換気についても使い方、当時換気のときに窓を開け

ていたというようなこともありましたので、そういった使い方をしっかりしたところ、結

露はなかったということで、現実的な対策の対策１ということで、今年度と同じ形で続け

ていくという考えでおります。 

大平（恭）委員  法的には瑕疵はなくても、この地域で実際に設計や施工にあたる事業者と

いうのは、そこなりの立地の特性を考慮した中で、例えば法的に満たされていても、実情

を反映するような建設事業にあたるというのが、私の感覚からすると当然かなと。これは

最低基準であって、それを満たせばいいというレベルではないと思うので、ここは建設に
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携わった事業者に対して何らかのことを求めていく必要が私はあるんじゃないかなと思い

ますけど、そこら辺についての考えはいかがですか。 

堀沢教育委員会事務局長  施工業者のことでしょうか。設計業者でしょうか。 

大平（恭）委員  両方です。私らからすると、施工業者は設計に基づいて当然ながらそれを

やるということになれば、そこら辺の両者もしくは設計等に不備がなかったかどうか。も

っと詳細に検討すべき案件ではないかと。莫大なお金が投じられているわけです。そこに

ついて現場の対応のうえで今現在に至って、こういうことで委員会に報告されているわけ

です。そこを考えれば事の重大さは、建設に携わった業者に対しても私は当然きちっと求

めていくものは求めていく。結果的にどうなるってこともあるけれども、私はそういう立

場でやっていくべきじゃないかと考えるんですけども、その辺についてはいかがですか。 

堀沢教育委員会事務局長  この件につきましては、いわゆる体育館とかいうところの部分も

ありまして、建設業者におきましてはこういう形になっている対応策はということで求め

たというところもございます。実際に建物自体はもう完成し、使用がもうじき丸３年とな

ろうとしております。このサクライ設計さんからの報告書といたしましても、対策として

は１、２、３が考えられる。今年度やりました１が実際問題として現実的であろうという

形で、これから実際にまた掘ってやり直しということが簡単にできるものでもありません

ので、なかなか今後業者に求めていくというのは難しいものと考えております。実際に現

場を施工した業者につきましては、湿気の問題が出ているということは十分承知はしてお

るわけですので、これから求めていくのはかなり難しいのではないかと考えております。 

大平（恭）委員  求めていくのが難しいとかということではなくて、私は求めないといけな

いのではないかと思います。もう１点。対策として、対策１が現実的な対応だとおっしゃ

いました。でも今後、来年以降わからないです。湿気の状況で、何とも言えないですけど、

かなりの量ですよ。お聞きしますと。1.5 リットルのタンクが１日で満杯になるとかいう

日もあったりするわけです。そういう状況が本当に現実的な対応かなと私率直に思います。

これから何年にもわたってあそこで食事をされるわけです。換気もそうですけど、やっぱ

りものを食べるというのは、家庭で考えても湿気があるところでは非常に衛生的によくな

いし、環境的には悪いです。はっきり言って。こういうところの対応を除湿器だけ。例え

ば除湿器も稼働が上れば上がるほど、すぐ劣化して更新ということにもなるわけです。そ

の対応が本当に適切な対応なのかというのは、私は非常に疑問なので、ここは真面目に抜

本的な対策を考えていくべきじゃないかと思いますけども、その辺についてはいかがでし

ょうか。 

斎藤学校教育課長  除湿器だけではなく換気システムもあるんですが、当初結露が発生した

ときは熱交換の部分という仕組みがあったんですが、そこが使われていなかったというこ

ともわかりまして、今そういった換気システムも使いながらやっているというところです

ので、実際結露は発生していないという状況ですので、そういった運用をしていくという

のが一番適切だと考えています。 

大平（恭）委員  厨房も厨房につながる廊下とか、実際に火を使っている厨房設備があると

ころと併設して材料を受け入れたり、仕分けをしたり、いろいろそういう部屋があるわけ

です。そういうところにも湿気が及んでいるという話も以前伺って、この場でお話をした
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ことがありますが、そこは子供たちが食べるばっかりのところでもないわけです。だから

私言っているんです。なので本当にその対応が適切かどうかもう一回考えていくべきでは

ないかと思うので、今課長おっしゃいましたけども、その広範囲な部分についてもっと教

育委員会として具体的に、私らが聞いたときは調査はしてないという話をしていたんで、

今後きちっとつかんでやっていただきたい。そこについてはいかがですか 

斎藤学校教育課長  今後も注視して、そういった結露の状況と、厨房も含め、注視して必要

があれば対応を考えていくというようにしていきたいと思います 

大平（恭）委員  注視ということではなくて、実際に具体的に現場に行って状況を確認する

と。また聞きではなくて私らみたいな話ではなくて、実際に行ってどうなのかというのを

ぜひつかんでいただきたい。そこを聞いて終わりにします。 

斎藤学校教育課長  実際に現場に行って確認をしてまいりたいと思います。 

渡辺委員  今ほど責任を求めていくことはないということでしたので、私も当時入札の出し

方ですとか、こちらの側が何かをきちんとそのことについてある程度対策を取った入札を

本来しておけばよかったのかなと。そういったことがない中で、法律の範囲内で瑕疵がな

いということになれば当然難しいだろうということはわかりました。ただ、今ここに３つ

対策がある中で、簡易さは一番ということで対策１を取ると決めたんですけれども、対策

３は「数ヶ月の工事期間と多額の費用が掛かる」となっているだけで、現実にはどれくら

いお金がかかるというあたりについては、見積もりは出してもらいましたか。 

斎藤学校教育課長  こちらの見積もりは出してもらってはおりません。 

渡辺委員  この工期と多額の費用を一旦はやっぱりきちんと。「永い目で見ればこの対策が

一番である」と３番書いてあるわけです。子供たちの健康の面ですとか。これを設計業者

だとかに求める、求めないは別としても、やっぱりここは工事期間と多額の費用というと

ころを一旦はきちんと見積もり出してもらったうえで、本当にそれをしたほうがいいのか、

あるいは議会も当然そこに絡んできて、どんなことがあっても健康のこととかいろんなこ

とを考えれば、その費用使ってでも直せっていう話も、工期と金額によってはしなければ

いけないこともあるかと思うんですが、これについてもう一回調査していただく準備はで

きますでしょうか。 

斎藤学校教育課長  これにつきましても見積もり等を取って、また調査をしていきたいと思

っております。 

渡辺委員  今年度、来年度の対策については対策１ということだと思いますが、これを見さ

せてもらえば対策２は正直言ってあまり現実的ではないというところがあります。対策３

は、お金はかかるかもしれませんけれども、現実にやろうと思えばやれないことではない

のではないかと思っております。そこは一旦はそれをしていただいたうえで。私としての

調査で確認させていただきたいんですけれども、こういったときの入札なんですが、入札

かけるときというのは教育委員会の方が仕様書をつくって入札するんですか。 

斎藤学校教育課長  設計業者に委託をした設計書をもとに入札をかけます。 

渡辺委員  私が舌足らずで。私これ一番問題なのは設計だと思っているんです。設計書に従

ってつくっていくわけですから、その設計の段階でこの魚沼市の特性みたいなものを考え

たうえでの設計をつくっていただかなきゃいけないわけですけれど、そのときにそれも教
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育委員会が自分たちで仕様書をつくって、手を挙げてもらうような形になるんですか。 

斎藤学校教育課長  当初の発注するときは概算のこういった設計ということでの発注をし、

実際の実施設計の段階で設計業者と相談をしながら設計をつくっていただき、最終的に納

品していただくということになります。ですので仕様書というのは細かい仕様書をもって

コンサルタント業者に募集するというところではありません。 

渡辺委員  そうしますと、入札で設計業者が決まりました。その中でこういった省エネの設

計どうしようとかいうのは担当者レベルで決めていきながら、設計書ができあがっていく

ということですか。 

斎藤学校教育課長  はい。そして打ち合わせというのはやっていきますが、こちらの法令的

な部分ですとか設計の専門的な部分というのは、設計業者のほうでかなり調べた中で設計

していくという形になります。それを確認するということです。 

渡辺委員  今回地元の設計業者さんにこうやって調査を依頼したら、これを読むと、地元の

設計業者さんであればもう平成 23 年ごろからはこの地域の特性を生かしながらの設計を

たいていしているので、こういうことが生じることはないということが書いてあるわけで

すけれども、これから大型事業がどれだけあるかわからないんですが、地元の設計会社で

なかったとしても、それを狭めたいと言っているんではなくて、ある程度そういったこと

がわかるような職員がきちんといらっしゃらないと、今回みたいなことはまた起きてくる

んではないかと思うんですが、この後の対策は別としても、今後こういった大型事業のと

きの設計なんかに対しての対策というのは、この調査を受けて執行部で何か考えていらっ

しゃいますか。 

武藤総務政策部副部長  一つの例としまして、新しい庁舎につきましては、地盤調査、湧水

調査、全て行いまして万全の体制を取っています。 

森山総務政策部長  どこの部署でこういう建築工事をするにしても市の仕事ということであ

りますので、こういった事例が残念ながら出てしまったということは真摯に受けとめ、し

っかりと反省した中で、今後の工事、設計に生かしていくべきだというふうにはもちろん

考えておりますし、そのためにはそういった指導ができる部署からしっかり各部署にそう

いった話をしていく中で今後は対応させていきたいと考えています。 

渡辺委員  今、部長が言ったとおりで、こういった大型事業を担当課に専門家の方がいなけ

れば、こんなことがまたいつ起こるかわかりませんので、しっかりと対応していただきた

い。そのうえで、今回の調査の費用はお幾らだったのかと、これはどこの予算から出てい

るんでしょうか。 

斎藤学校教育課長  今回の費用につきましては、56 万 1,600 円という契約額になっておりま

す。学校教育課の委託料という予算で出ております。 

大桃（聰）委員  広神中学校。これは今どうなっているんですか。対策取らなくていいのか

お聞きします。 

堀沢教育委員会事務局長  対策的には、何年前かというのはわかりませんが、除湿器で対応

していたということであります。 

大桃（聰）委員  現在の状況で被害というか、そういうのは改善されているということでい

いですか。 
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堀沢教育委員会事務局長  これを入れたとき、技術室だかが一番ひどいということで、そこ

に除湿器を入れたということを伺っております。その後、学校側でそこよりもこっちとい

う形で除湿器を動かして、その場所は現在、技術室だったところは除湿器が動いていない

と思います。それで現在、もう１台除湿器が欲しいとかそういった要望も出てきておりま

せんし、それなりの状態になっておるんではないかと思います。特に今年度につきまして

はそのような話は聞いておりません。 

大桃（聰）委員  この結露調査は、何のために、いつ始めたんですか。いつからやっている。

いつ発注したんですか。ふぐあいがあったからしたんじゃないんですか。それが改善され

たかどうか聞いています。 

斎藤学校教育課長  平成 30 年度に、１階廊下に結露が発生したということもありまして、今

回の発注と一緒に調査という形になりました。 

  （「改善はされているのか」と呼ぶ者あり） 

  そこの１階部分にはことしは出なかったんですが、別のところの廊下でまた一部結露があ

ったという報告は受けております。 

大桃（聰）委員  この分析の中に、瑕疵はないとか法的なことしか書いてないけど、何が起

きていて、対策取らんわけでしょ。それは改善されるのかと、そこが問題なんです。今の

状況がよければ別に対策取らなくていいけども、対策取る必要がある。ここに書かんばだ

めじゃないですか。今の状況は 30 年の廊下で結露。それ別のところという話も、それ改善

されているのかどうか聞いているんです。 

斎藤学校教育課長  そこの部分を特に何か対策を取って改善したということではないですが、

換気の部分、窓を開けることによって床面が下がると結露が出るというところもあります

ので、床面が下がり暑い日があると結露が発生するということで、１カ所の特定の場所と

いうことではありませんでしたので、対策としては換気等で注視していただくということ

にしております。 

大桃（聰）委員  床面が下がるとはどういうことなんですか。 

斎藤学校教育課長  床面の温度が下がるということです。 

大桃（聰）委員  温度が下がるので結露しやすいというのはわかったんですけど、対策につ

いては今やっている換気を十分にやるということでいいんですね。 

斎藤学校教育課長  そういうことです。 

大桃（聰）委員  湯之谷小学校の件なんですけども、先ほど渡辺委員も言いましたけども、

設計屋さんのほうから対策１、２、３と提案があるわけですから、それこそ設計屋さんの

分析だけじゃなくて、教育委員会としてどうするのかという分析しなきゃならないし、そ

れにはさっき言ったような見積もり取らなきゃだめですよ。いくらかかるのか。この間の

パソコンやバスの話もそうだけど、あんた方一切見積もり取らない。それちゃんと取って、

費用対効果の部分もあるからきちんと報告をしてください。 

斎藤学校教育課長  見積もりを取って、精査をしてご報告させていただきたいと思います。 

大桃（聰）委員  先ほどの森山総務政策部長が今後のことでしめたような話をなさいました

けども、私、副部長に再三言っているんですが、教育委員会で建物をつくるプロがいるわ

けじゃないので、きちんと仕事ができるというか、教育委員会の仕事じゃなくて、建設だ
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とかそういう仕事ができる人をきちんと張りつけないと同じことが起きるんですよ。中身

がわからんから。実際湯之谷小学校の体育館は梁が細いもんだから、たぶん高くなってい

る。バレーボールするとボールがぶつかるとか、あんなのはぱっと見ればわかるんですよ、

普通の人は。ところがそういうの全然わからない。前にも言ったような井戸を 400 メート

ルも掘る。水が欲しかったからなんて言ったって、ないところから出ないんです。そうい

うところが教育委員会は、建設だとかそういうことについてはど素人と言っては失礼です

けど、いろいろ異動しているからやったことがある人もいないわけじゃないけども、きち

んとやるためには、全庁挙げてこのプロジェクトはきちっとやるんだみたいなことでやら

ないと、同じこと起きますよ。それと、さっき設計の話なんですけど、文化会館を東京の

設計屋さんにお願いしてつくったときは、屋根の雪がどんどん押して、落下式だったから

青氷みたいな、氷河みたいになってちょっとずつ落ちるんだけど、なかなか滑らないです

ね。どんと落ちるような構造じゃなかったから。それで雪止め入れて滑らないようにした

んです。そういうのは雪国のことわかっていないからなんです。今の業者は地元の設計屋

さん入れて、アドバイスというかそういうことで東京の設計屋さんと協議しながらやって

るという、それは非常にいいシステムなんで、そういうところも取り入れるようにしてく

ださい。以上です。 

本田委員長  ほかにございますでしょうか。（なし）では、本件につきましては、現地の件

につきましては対策１のほうで対応していくということでありますが、２、３につきまし

ては、また宿題という形でよろしいですか。 

  （「お願いします」と呼ぶ者あり） 

  私からですみません。この件について、いつまでという話なんですが、閉会中に取り上げ

ることはできますか。実質的には１月、２月になろうかと思いますが、間に合いますか。 

斎藤学校教育課長  見積もり等、次回の議会までに取って検討したいと思います。 

本田委員長  本件については以上といたします。 

 

   ・市有バスの事故防止対策について 

 

本田委員長  続いて、市有バスの事故防止対策について、資料が配付されておりますので、

執行部から説明を求めます。 

堀沢教育委員会事務局長  市有バスの事故の関係につきまして、斎藤学校教育課長が現状の

報告をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

斎藤学校教育課長  （資料「12 月 11 日総務文教委員会資料 資料２」により説明） 

本田委員長  これから質疑を行います。今の説明に質疑等はございますでしょうか。 

大桃（聰）委員  これ、運行業者から出していただいた事故防止対策書ということですよね。

小出タクシーさんと、観光タクシーさんと、奥只見タクシーさんはほとんど同じなんです

けど、これは皆さん共有しているんでしょうか。独自でつくるということじゃなかったん

ですか。 

斎藤学校教育課長  こちらの対策書を依頼したときに、事故の原因だとか、そういったこと

をほかの業者さんにも共有するために、一度集まっていただきまして打ち合わせ会議をし
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ております。そこで原因等もこうだったという話をさせていただきまして、安全対策につ

いてそれぞれ提出を求めたところでありますが、また集まった機会もありましたので、共

有した中での対策書、各会社ですが出していただいたということです。 

大桃（聰）委員  中見ると、ひかり交通さん、当事者の山峡さんなんかはかなり詳しく策を

立ててらっしゃるようですけど、先ほど私が言ったほとんど同じになっている３社の方っ

て、通り一遍の簡単な感じが私はするんですけど、教育委員会のほうではこれで安全対策

は大丈夫だと思っていますか。 

斎藤学校教育課長  資料の中には完全にはついてないんですが、緊急連絡体制ですとか、事

故を起こしたときの別紙１ということで、フローチャートという形でのものを、主に体調

がすぐれなかったときとか、眠気があったときには即刻運転を停止し、会社等へ報告する

というような部分もつくっていただいております。安全対策については各会社でこういっ

たものを提出していただいたというところで、これを今後徹底していくという形で対策は

取れたと考えております。 

渡辺委員  このタクシー会社３社につきましては、一番下のところに有効期限は令和２年３

月 31 日までとするとあるわけですけれども、これは年度かわりますとまた同じように出

していただくということになるのでしょうか。 

斎藤学校教育課長  また新しい契約をしたときは、その契約会社からこういった形で安全対

策書を出してもらうということで考えております。 

渡辺委員  ひかり交通さん、山峡交通さんにつきましても、新たに契約を結ぶときには必ず

このような覚書を添付したうえで契約を結ぶということでよろしいですか。 

斎藤学校教育課長  そのとおりでございます。 

大平（恭）委員  先ほど立ち入り調査の検討するという話をされていたと思うんですけども、

これはどの程度の頻度で、どういう形で立ち入り調査を行う予定ですか。 

斎藤学校教育課長  仕様書のほうにはそういった立ち入り調査もしますということで、盛り

込む予定ですが、頻度としまして今まだそこは決定しておりませんが、年１回はとは考え

ております。 

大平（恭）委員  事故というのはいつあるかわからないので、こういう形で起きてしまった

というのも踏まえて、先日でも報道でスクールバスでの事故等もあったようですから、い

つ起こるかわからないという部分考えれば、やっぱり抜き打ち的にやるということが必要

かなと私考えるんですけど、そこら辺についても検討されますか。 

斎藤学校教育課長  その辺も検討したいと思っております。 

本田委員長  ほかにございますでしょうか。（なし）引き続き安全対策には注意を払ってい

ただきたいと思いますけども、委員の皆さんにお諮りいたしますが、今回のスクールバス

の事故についての対応というところの、委員会としての調査は以上で終了としてよろしい

ですか。安全対策のほうで新たな報告事項等があれば、それはそれでまた受けます。 

  （「はい」と呼ぶ者あり） 

  委員の皆さんから合意を得られましたので、本件につきましては、以上で終了とさせてい

ただきます。 

   続いて委員の皆さんにご協力をお願いいたします。行政視察で宿題が出ておりました。
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その件についての報告がございますので、説明を求めます。 

斎藤学校教育課長  （資料「魚沼市小中学校の授業日数（時間）についての確認事項」によ

り説明） 

本田委員長  今ほどこの資料の説明について、皆さんのほうで質疑等はございますでしょう

か。また総括のところでも振りますが、課長の説明は理解したということでよろしいです

か。では、授業時間数については、以上とさせていただきます。 

   これで教育委員会の皆さんからは退席していただきます。（執行部退席） 

 

   ・細野地区へのロータリー除雪車譲渡について 

 

本田委員長  最後に、細野地区へのロータリー除雪車譲渡について、資料が配付されており

ますので、執行部から説明を求めます。 

武藤総務政策部副部長  私から前段として、去る 10 月 31 日に開催されました本委員会を受

けまして、追加調査を行わせていただきました。その結果につきまして調査を行いました

財務課長から報告をさせていただきます。 

大塚財務課長  （資料「総務文教委員会資料 令和元年 12 月 11 日」により説明） 

本田委員長  しばらくの間、休憩といたします。 

 

  休  憩（14：01） 

 

  再  開（14：15） 

 

本田委員長  休憩を解き、会議を再開いたします。 

   今ほど説明がございました。これを受けての質疑を行いたいと思います。皆様のほうで

質疑等ございますでしょうか。 

大平（栄）委員  今この中で一番大事というか、譲渡しているときの条件として、補完的条

件として 20 号線と 35 号線を除雪すると。それで市は譲渡したわけなんですけども、その

ときの記録というか、どうやって除雪したとか、その日報がどうなっているか一番必要な

んですけども、ないらしいんだけども、はっきりないわけじゃないとお願いします。 

武藤総務政策部副部長  まず補完的部分の市道の部分の日報につきましては、10 月 31 日の

本委員会で提出をさせていただきました資料の７ページ、８ページ、９ページに作業日報

ということで、市の市道の部分の補完の日報はこれであるということでございます。 

   失礼しました。７ページ、８ページ、９ページは駐車場部分のみということでございま

した。ということで、市道部分の日報はございません。 

大平（栄）委員  市道のみということはあるということじゃないですか。市道じゃない。入

っていませんということを言ってもらわないと。 

武藤総務政策部副部長  それでは訂正をいたします。先ほどの 10 月 31 日の資料につきまし

ては、市道部分はこちらの日報には入っていないということになります。 

大平（栄）委員  それには西原環境と書いてあるけども、西原環境というのは、今も品川鉄
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工ともあるけども、その中の駐車場ということでしょうか。それ書いてなかったけど。 

大塚財務課長  前回配付しました資料の中の７から９ページまでの日報につきましては、工

業団地の駐車場部分のみの日報ということだそうであります。 

大平（栄）委員  もう１カ所なんですが、主要地方道小出守門線とありますけれども、これ

はかなり長いというか、これは細野というか工業団地から出てきたところの道路で、細野

と渋川を結ぶ道路だと思うんですが、この道路の許可っていうのは出ているんですか。道

路除雪していいという。わからんばわからんで。 

武藤総務政策部副部長  今ほどの大平委員の質問は、17 ページの地図に基づく資料でござい

ますが、その中で紫色に着色されております主要地方道小出守門線につきましては県道で

ございますので、これを随時除雪したものではなくて、堰普請とか堰の維持管理のために

先に除雪したということで伺っております。許可につきましては、こちらの小出守門線は

除雪対象路線でございませんので、許可については必要ないものと考えております。 

大平（栄）委員  もう１点。これは、除雪は何にも書いてなかったけども、これは金は出て

いるんですか。市から。それともどのようにして除雪、何回やったのかわかりますか。 

武藤総務政策部副部長  こちらは主要地方道、県道でございますので、市からの除雪指示は

出ておりません。 

大平（栄）委員  ちょっと法律に関してなんだけども、これを言うと何も言うところないか

もわからん。地方自治法の 232 条の２に規定されている地方公共団体の寄附又は補助がで

きる場合及び魚沼市財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例第６条の１項で規定され

ている物品の無償譲渡ができる場合は、いずれも公益上の必要があるときに限定されてい

ます。次に、物品の譲渡等が地方自治法 232 条の２に記載されている寄附又は補助にあた

ることは、無償譲渡は寄附又は補助にあたるときは、最高裁平成 23 年１月 11 日の第二小

法廷で明示されているが、この判例においても公益上の必要性が典型的な不確定要素であ

るとしながらも、幾つかの判断基準に示されています。１つ、物品の無償譲渡は反対給付

を求めない財政支援であるから、最終的には住民の負担に帰することから、法はこれによ

り特定の個人を利することなく住民全体の利益に資するよう行うことを求めています。次

に、恣意的な寄附又は補助が許されないのは当然であること。３、対象となる事業の目的、

趣旨、効用及び経緯、議会の対応、流用の危険がないかなど考慮条件であります。また、

公益上の必要性の判断基準として、判例評論 40 号、判例時報 1433 号では、無償譲渡の目

的、趣旨が適正か。２、ほかの行政支出目的と関連で当該譲渡に重要性、緊急性があるか。

３、譲渡が公益目的に適切かつ有効な効果を期待できるか。４、譲渡を受ける個人又は団

体の性格、活動状況が適正か。５、他の用途に流用される危険性がないか。６、譲渡手続

きに事後の検査体制等が適正か。７、目的違反、動機の不正、平等原則違反、比例原則違

反など裁量権の乱用、逸脱にならないか、ともうたわれています。これらに照らしても、

今回の無償譲渡は適正であったとは言わんないというか、こういうことなんです。わかっ

たかわからんかったか、わからんけども、もう最高裁の判例でもそうだし、ほかの判例見

ても物品は補助、寄附なんだと。だから、これやるときは長及び議会がやらんきゃだめな

んだということなんですけども、そういうことです。それ、異議がありますか。 

武藤総務政策部副部長  異議があるかということでございますが、異議ということではござ
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いませんが、今ほどの委員のご意見、異議あるかという件につきましては、新潟地方裁判

所で受付をされております、令和元年行ウ第 10 号の訴訟事件に関連する内容でございま

すので、お答えは控えさせていただきます。 

大平（栄）委員  不当応訴といって、この間も大桃議員から言われたけども、そうすると、

わかっててやったということになると、職員もそうだけども、ものすごく罪とは言わんけ

ど、そういうの重いんです。そうなったら裁判きりがないから。市が偽造文書つくったり、

それとわかってやってれば、裁判費用がそれだけ市に負担かかるでしょう。市のお前さん

方職員、ものすごく後から責任問題が出てくる。だから、俺は２回も一般質問したけども、

それを改めないからこれを訴訟に持ち込んだんだけども、その間にいいか悪いかくらいわ

かっているわけだから、本当はこれを今みたいなことやっていると職員の継続というか、

犯罪じゃないけどもわかっててやったということになれば大変ですよ。だから、今言うけ

ども、武藤さんに教えておくけども、市長に任せておけばいいんだ。しっかり市長のほう

と相談しておくと言えばいいんだ。言い直してもらえばそれだっていいけども。あんまり

自分で責任背負わないようにしてくんないかな。かわいそうだから後から。前の市長みた

いにみじょげらげで済まない。 

武藤総務政策部副部長  大変お気遣いいただきましてありがとうございます。ただ、不当応

訴かどうかにつきましては、それは裁判が判断することでございますし、12 月４日に口頭

弁論第１回目が行われましたが、特段不当応訴についての裁判所の判断はございませんで

した。 

大平（栄）委員  裁判っていうのは結審してから、結審がいつするかで、そのときに、不当

応訴かなんてのはその後で決まらんだから。今これだけの判例を見ながら、見て自分たち

が正しいか正しくないか見てやったら、市の金、この間も 100 万円でその後百何万円のあ

れだけじゃないかわからんけども、みんな市の損害になる。これ勉強して、よくなかった

らその後そのように、後になってわかったってしょうがない。勉強してこれはよくないと

思ったらやめればいいがんで、裁判所が言ったったって、任しておくったって、弁護士。

あの弁護士は言うけども、４年間、魚沼市の裁判の証拠に対する偽造文書一緒になってつ

くらせたんですよ。そっけの弁護士に任せてどうなんだ。この問題もあの弁護士に 179 条

の専決処分、言おうと思ったけど言わんでしまったけど、あっけの弁護士に任せてたらだ

めだからと言おうと思ったけども、俺がそっけのこと言うとこれがそっくり公文書に出る

んだから、しっかりしてください。俺はそれでもなるだけ悪者が出ないようにして、あっ

てはならんと思っている。 

大桃（聰）委員  今回出してもらった資料見ても、細野の場合は公益上の必要性がないとい

う判断をせざるを得ないです。部長や副部長が何と言われても、私は認めるわけにはいか

ないと思います。この燃料代だとか、按分だとか、そういう話の中でも工業団地しか出し

ていない。住民のところには周知がないし、住民が使うというようなところないわけです。

区長が勝手に堰普請のための道割るのとかそういうのやっているという感じしか取れない

というところでは、あまり公益上の必要性がないと。下折立のところのも出してもらった

んで、そちらについては最初の判断のところは同じようなことをやって、議会にも諮らな

いで無償譲渡したという部分については、自治法違反だったり、譲渡に関する条例に違反
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したりする部分は、私も指摘させていただいていますけども、下折立の部分についてはき

ちっとやっていて、ちゃんと管理ができていると思う。これを見るとある程度の公益上の

必要があるんだろうなと、そういう判断させていただきますが、そういう中でやはり細野

は問題があるという中では、先ほど大平委員が言った、ほかに転用できないようにすると

か、そうなっていないような調査をするとかというのも、補助するときについていかない

とだめな話ですから、その辺をやってこなかった当局の責任の部分はあるから、これを細

野から返してもらうというのはいかがでしょうか。それが私からの提案というか、これを

おさめるための提案なんですけど、どうですか。 

武藤総務政策部副部長  今ほどの大桃委員のお考えについては、今現在考えておりません。 

大桃（聰）委員  裁判の話もあるので、何もしたくない気持ちはわからんじゃないですけど

も、これをどうするのかという話に中では、委員会を立ち上げてこうやってやっているわ

けですから、今こうやっていろんな資料を出してもらって判断してという中では、このま

ま何もしないというわけにはいかないと思うんです。当局が何も考えていないということ

になると、委員会でどうしようかということになるかもしれないですけども、私が今思っ

ている一番の解決策というのは、手続きが間違ったので返してくださいというのが一番い

いのかなと思うんですけど、その点についてはいかがですか。 

武藤総務政策部副部長  今ほどのご意見ですが、ただいま公益上の必要性につきまして、細

野の件につきましてはこれが是か非かという案件で提訴され、係争中でございますので、

その結果を待って判断したいと考えております。 

渡辺委員  私もこの細野につきましては、やはり大桃委員がおっしゃるとおりで、とても公

益的に使っているとは思えない結果だと思います。今確かに裁判で争っているからという

お話しなんですが、決めた当時、この資料の中見せていただきますと、外見上かもしれま

せんけれども一応は９ページ、11 ページのところで打ち合わせがあり、もしかしたらこの

間話をしていたのは 12 日の第３回役員会のところで話に出したけれども蹴られたのか、

もしかしたらその前の段階でもちょっと話をしていたけれどもだめだったのかというあた

りちょっと見えてこないんですが、区のほうが了解は得ていないんだけれども、その当時

区長がご自分で区の了解を得たんだということで、区長名で持ってきているわけです。そ

うしますと、市とすればある意味、調査はきちんとできていなかったという過失はあるか

もしれないんだけれども、外見上は整っていたということで公益上の必要性があるという

ことで、そこで調印式をしてしまったことについては、私は致し方ないのかなと思ってい

るところあります。先ほど大平委員のほうから本来であれば経過、その後の調査、そうい

ったこともきちんとしなさいということがありましから、この２年間の間は市がどうだっ

たのかなというところを考えるとどうかなというところはありますが、ここまで委員会で

調査を進めてくると、やはりこれが公益性があったというのは無理があるという中で、自

治会側のほうにちゃんと公益性があるような使い方をしなさいといって指導するのか、も

しくは先ほど大桃委員が言ったように、一旦は当然そのために譲渡したんだけれども、委

員会又は自分たちの調査を進めていったらそのようにして使っていないので、これについ

ては返却をしなさいという形にして、このまま続けるということは、私はよろしくないん

ではないかなと思います。これだけわかった中で、公益上に使われていないというのが第
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三者から見ても明らかにわかる状況の中で、市が今裁判でかかっているからといって、こ

の後もこの状況を継続するということについては、私は一考があるかと思いますがいかが

でしょうか。 

武藤総務政策部副部長  今ほどの渡辺委員が公益上に使っていないと断言されておりますけ

れども、そちらについては今係争の中での判断となると思います。ただ、10 月 11 日の本

委員会で私がお答えさせていただいたとおり、ことしの冬の時季を迎えますので、細野に

つきましても下折立につきましても、どのような使い方をしているのか、また運行日誌な

いのであればつくっていただくような、そういう働きかけ、調査はしていきたいと考えて

おります。 

渡辺委員  これで断言されましたがと言われて、今ここにいる皆さんがとてもこれを公益上

で使っているとは思いづらいですよね。そういった中で、確かに今裁判で争われているか

ら断言はできないという言い方をしますけれども、でも怪しさがある中で公平性ですとか

そういったことを考えている中で、今のような指導だけで、指導といっても本当にきちん

となるかどうかもありますし、本当は私も一旦これチャラにしてもう１回入札かけるだと

か、あるいはきちんとした総会にきちんと諮っていただいて、自治会としてちゃんと認め

たというような何かしらのものがない中で、この冬このままいくということが、住民も含

めて納得するのかというあたりは危惧しますので、今副部長あるいは部長だけの判断では

難しいかもしれませんけれども、ちょっと持ち帰っていただけたらと思いますが、いかが

ですか。 

武藤総務政策部副部長  このシーズンの前に返却してもらうという部分につきましては、全

く考えておりません。 

大平（恭）委員  渡辺委員と同じですけども、今武藤さんはこの冬、ある意味指導的なもの

で無償譲渡した自治会等に働きかけを行うということですけども、私は例えば下折立のよ

うに、お見受けしますとこれは本当に適正にやっていると思われますが、物、除雪車とい

う物を考えれば、本当に住民にとっては命綱のところもあるわけです。やっぱり安易に、

例えばいらなくなったから無償で渡すとかいうことも、補完というのもあるかもしれない

けども、住民のほうからすると非常に大事なものであって、しかも本当に公共性が高いも

のです。そういうことについて、不透明と思われるようなもの、それから今までそういう

ことに使って事故等が発生しないからいいとはいえ、やっぱり安全管理を適正にやっても

らわなきゃ困りますし、今道路除雪、実際に事業者の方がやっていらっしゃる除雪と、住

民から見るとほとんど変わらないわけで、それについてもし不測の事態が起こったときに

対応を迫られると思うんです。そういう意味も含めて、きちっとそういうものの譲渡につ

いて、この除雪等について今後きちっとした譲渡をする際の取り決め、譲渡した後の対応、

きちっとマニュアル等につくって、これを満たしなさいと、あるいは報告を求めるという

のも含めて考えたほうがいいと思うんですけど、そこら辺は今後はどうですか、それ考え

ないですか。 

武藤総務政策部副部長  大平委員のおっしゃられている部分につきましては、10 月 11 日に

私もお答えさせていただいたとおり、今後は細野の件、下折立の実際に行っている件等も

含めまして、マニュアル化につきましては検討していきたいと考えております。 
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大平（恭）委員  シーズン始まってしまいますんで、早急にやっていただきたいんです。こ

れ今シーズンはとりあえず場当たり的に対応ということではなくて、早急にそういった対

応を市としての責任も含めてやらないといけないと思います。それはいかがですか、早急

に。 

武藤総務政策部副部長  今後の譲渡が発生した場合については検討はします。ただ、今現在

無償譲渡した案件について足かせを科す、足かせを科すというのは失礼ですが、遡及適用

になりますので、一般的に民法の中で不利益を遡及適用させることはできませんので、そ

れについては、今現在行われている部分については考えておりません。 

大平（恭）委員  裁判で争われている件もありますが、住民にとっては本当に大事な問題だ

と思います。これが本当にそういう対応だけで次から次へといろんなケースが出てきて、

対応が困難になる場合も想定されますので、ここは今やらないと大変なことになるかなと

いう懸念はあるので、そこも含めて検討していただきたいし、実際にこれは細野の例を見

ると、渡辺委員が言ったように、誰が見ても公共性というのは非常に疑問を持つと思いま

す。すなわち住民の方が見てもこう思うわけです。しかも細野の方の場合については、住

民には周知していないというわけです。これについても私は何らかの形で、住民の方が全

く知らないということはあってはいけないと思います。なぜなら、事業者なのか区長がや

っているのか、よくわからないままずるずる行く可能性があるので、大雪になった場合も

特にそうだと思います。そこを考えると、まず住民に対してどうなのか、そこも踏まえて

考えるべきだと思います。その対住民について、対応というのはいかがでしょうか。 

武藤総務政策部副部長  細野の対住民についての、知っているか知らないかについては訴訟

の内容でも出てきます。本当にそうだったのか。そういうのも裁判で判断される部分だと

思いますので、お答えは控えます。 

大桃（聰）委員  先ほどの副部長の発言は訂正なさったほうがいいかと思います。不利益を

遡及とおっしゃいました。ちゃんとしなさいというのが不利益になるということは、ちゃ

んと使っていないということ、副部長は認識しているんですか。そう思っているというこ

とですよ。 

武藤総務政策部副部長  今ほどの内容でと申し上げたのではございません。あくまで行政処

分としてのことを申し上げた件でございます。 

大桃（聰）委員  マニュアルをつくってちゃんとやりましょうというのは、行政処分じゃな

いと私思います。 

武藤総務政策部副部長  私はそうは思いません。 

大桃（聰）委員  どう思うんですか。 

武藤総務政策部副部長  ある一定の文書を提出しなさいと課すということは、行政名で行う

ということは行政処分と考えております。 

大平（栄）委員  公益上の必要性がないってのは、長及び議会っての、それをどうしますか。

これをここでもっていねんこと言うと、ただ、今ここで済むかわからんけども、法律違反

ですよ。しかもくれちゃならねえんですよ、物品を。譲渡したのやったんだから、それま

でに直さんかったら後のこと何言っても、後のことはだめなんだけども。湯之谷のことも

言ったけど、湯之谷も１回は議会に出してもらわんばならない。そうしないと、次も、湯
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之谷いいとか、やってることがいいとか悪いじゃなくて、市長が、職員がやっていいなん

てことないんだから。それを裁判がどうのこうの。裁判なんて判例でもってやってらんだ

から。こっけんことわからんで、俺がこったそうなった場合には、直ちに、こっけんこと

がわからんで、議会の言うこと聞かないでやっていれば、即刻辞めてもらわんばならんぞ、

そうなれば。だって細野集落じゃなくて個人のためだけのやってるがんに、またことし見

てなんて、そうじゃなくて、議員がいるんだから、議会の議決でやらんでやったんだから、

必要なのに。それをお前さんが何言ってもだめだて。それをどうするか。今ここでもって

譲渡したのはちゃんとした手続き取らんかったということになれば、また先に進まんで、

裁判やめればその裁判費用も今やめたで済むし。早く言えば。この間だって、いらんのを

応訴したんだから、これは一つ問題になっているけど。だから言ってることがもう全然職

員の言うことじゃない。議員が言ってることに対して答弁できないなんてだめだ。だから

お前さん方、譲渡するがんしたんだから、これが法律違反でも議員の言うことでも、言っ

ても書いてあるんでもわからんということになれば、それはもうどうしょうもない。子供

だって教えればわかるけど、子供より悪い。 

渡辺委員  質疑終結してほしいという意味じゃないんですけれど、今ほど執行部のほうは今

後従来どおりの形でこの冬を迎えると言っています。ただ、私、今皆さんの中の話を聞い

ていると、本当にそれでいいのかというところについて、やはりある程度、執行部がどう

するは強制的にできなかったとしても、この委員会としてはこれを受けて、先ほど大桃委

員が言ったことですとか大平恭児委員の言ったこと、私の言ったことを含めて、ここでち

ょっと自由討議かなんかできる場所を委員長が持っていただければありがたいと思います。 

本田委員長  渡辺委員からお話しいただきましたが、今質疑中でございますので、まずは質

疑を完了させていただきたいと思います。それからの話になろうかと思います。引き続き

質疑を続行いたします。 

志田委員  先ほど大平恭児委員のほうから質疑があったように、これから除雪シーズンに入

ります。このままですと、今までどおりまたロータリー除雪機を使うような方向になると

思うんですが、副部長にお伺いしたいんですが、話によるとロータリー除雪車を細野区長

が一人で作業、運転していたと。ロータリー除雪車につきましては大変危険な機械であり

ますし、補助員がいないとなかなか視界も悪いし、運転席からでは左側の視界が相当悪く

なります。一人で運転されているということに対して副部長はどういうふうに感じていま

すか。今現在。 

武藤総務政策部副部長  これも 10 月 31 日のときに出たと思いますが、当然なりわいとして

行う場合については車両運送法がありますし、除雪に関する規定もありますので、複数と

いうことであるということは産業経済部長の答弁からも私は認識しています。ただなりわ

いでない場合につきましては、そこまで規定はされていないと私は認識しています。 

志田委員  そこで、市から無償譲渡された機械が仮にロータリーの中で人身事故が起きたと

きに、そういう二人乗車ではなくて、一人で作業していた、そういったケースが起きた場

合には、市に責任等を負うようなことはありますか。 

武藤総務政策部副部長  私のつたない認識では、所有権は移転しておりますし、市に一義的

な責任は来ないものと判断しています。 
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志田委員  そういう意味で事故が 100％起きないということはあり得ないと思いますし、

100％事故が起きるということも予測はつかないですが、そういった意味で危険防止をする

ために、危険防止をすることによって市民を守るということにもつながると思いますので、

先ほど大平恭児委員が言ったように安全に対する機械の認定の仕様とか、そういったもの

を早急につくるべきだと、そこが市民を守るということに直結するのではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。 

武藤総務政策部副部長  個別法例もありますので、そちらに照らしながら、運行簿の作成等

も依頼していく中でお話はさせていただきたいと考えております。 

星野委員 正直、知らなかったという住民はほとんどというか、知らなかったということだ

ったと思うんですけれども、今後、住民に対して周知してくださいというような指示は、

自治会長にされる予定とかないでしょうか。 

武藤総務政策部副部長  今回の資料に基づいての、知らない方もいらっしゃったと。別の資

料ではやっているのは知っていたという方もいらっしゃいますので、どの程度周知されて

いるか私どもは判断できませんけれども、その判断につきましては、あくまでも細野自治

会に任せたいと考えています。 

星野委員 皆さんと同じような質問で申し訳ないんですけれども、全然違うところの地域か

らも「大分いいようにロータリー除雪車を譲渡されているような話があるけど、おらたち

もいいように借りられるのかな」というような話もちらほら聞こえてきたりしているので、

やっぱり譲渡する際の取り決めとかマニュアルをこの冬から必要だと私も思うんですけれ

ども、もう一度お聞かせください。 

武藤総務政策部副部長  ことしも 10 月に、最初には不用になった除雪車を自治会様宛てに

必要ないですかという問いかけはさせていただきました。その中で自治会からは手が挙が

らなかったので売却をしたということですけれども、早急に今後、この冬挙がらなかった

ということは次に発生するのは来年の秋ぐらいになります。不用除雪車の無償譲渡につい

ては。それまでにはマニュアルのほうについては、検討して作成していきたいと考えてお

ります。 

大平（栄）委員  最初のことができなくて、こんなことは問題にならんて。それと細野区に

くれたって、個人でやったら、詐欺横領の手助けになるんですよ。それもってやるんだら

簡単だかわからんけども、そうじゃなくて地方自治法でもっておやして終わりたいと思っ

ているんだか、細野区の判子ついてもらって個人がやって、後は何も書かないで、やるこ

とやらんで、くれるのも補完的なんていって誰も見てないじゃないですか。補完的にやっ

た日報もないじゃないですか。それはまるっきり詐欺です。はっきり言って。だからそう

ならんうちに、言われないうちに、ちゃんと議会の議決を得ないばだめなんだから、公益

上で。そこをしっかり、自分がそっけの答弁しらいらんから、しっかり市長のほうにその

ように言ってみますと言えば、それでいいんだて。人が教えておくがんに。面倒にならん

ように。悪者なんてつくりたくないんだ。 

本田委員長  ほかに質疑はございますでしょうか。質疑のほうはよろしいですか。 

   私のほうから少し委員の皆さんに投げかけさせていただきたいと思います。本事案につ

きましては、不明瞭な部分があるというところで、委員会で調査を開始いたしました。最
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初の委員会で述べたとおり、不明瞭がなきようにお願いしますと私からも皆さんにお願い

いたしました。今時点で不明瞭なところはございませんね。まずは調査の段階で。 

渡辺委員  今の不明瞭というのは、これ以上執行部に聞くことがないかという意味での不明

瞭でよろしいですか。これは、公益上どうだったかということについては、明確に公益上

だったという適用はできないと思っているので、今の委員長が言ったことは、これ以上聞

くことがないかという不明瞭でよろしいですか。 

本田委員長  そのとおりでございます。よろしいですか。（異議なし）調査につきましては、

以上とさせていただきます。続きまして、今ほど渡辺委員からも発言がございましたが、

私としては委員の皆様の考えを尊重して委員会を進めたいと思っている基本姿勢でありま

す。いかがされますでしょうか。委員間で意見交換等をするような形でよろしいですか。

一旦休憩して、その中で皆さんで相談して決めたいと思っています。 

しばらくの間、休憩といたします。（執行部退席） 

 

  休  憩（14：57） 

 

  再  開（15：10） 

 

本田委員長  休憩を解き、会議を再開いたします。 

   それでは、今後の方針についてという表題をつけさせていただきまして、委員間討議を

させていただきたいと思っています。 

   しばらくの間、休憩といたします。 

 

  休  憩（15：10） 

 

  休憩中に自由討議 

  ・無償譲渡が公益上の必要性に欠けるという部分が、ある程度皆さんの共通認識の中にあ

ると思う。その辺を当局は認めたくないので、ああいう答弁になる。市長が提案して議会

が認めればいいが、それをしないでやるという市長が独善的で議会軽視という部分がある

ので、これをうやむやにしてはいけないと思う。質疑の部分はもういいので当局はいなく

てもいい。委員会として何ができるのかという点を研究して、今後のことをどうするかを

考えていきたいと思う。また、当局で、この雪で運用がどうなるのか見守りたいという話

もある。その辺のところが動いたら説明させるのも一つだと思う。とりあえず継続して、

何ができるのかという部分を探っていきたい。無償譲渡のあり方も含めて、今の譲渡も対

応をどうするのか委員会で考える。 

  ・細野区のほうは、これが本当の公益上として使われているか疑問がある中で、何もしな

いというわけにはいかないと思う。ある一定の結論は出さなければならないにしても、今

結論が出るわけではない。今ほどの意見のとおり、何ができるか調査していくことが一つ

ある。また、細野区長はここに来て説明するようなことを言っているとのことだが、それ

はできるのか。執行部は、もう裁判になったので、これ以上聞いたとしても似たような返
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事しかできないと思う。原告は和解ができれば取り下げてもいいのか。和解というのはど

ういう条件なのか。そこも含めて研究する。 

  ・公益上の必要性の問題だから、この問題は議員がきちんとやっておかないと議員が悪い

ことになる。議員なんていなくてもいいという人がいる。議員がきちんとした態度を取ら

ないとだめだ。議員は法律で動いている。 

  ・皆さんの意見でいいと思う。今後委員会で独自の調査、何ができるかというのを検討す

ることはいいことだと思う。結論は出さなければならないと思っている。法令上の問題の

有無も不明瞭で、完全に払拭された状況ではない。除雪許可がいるのにやったような形跡

のある場合、警察対応になることがあると伺った。こういうことも実際どうなのかという

あたりを区長等と意見交換ができたらと思うが、住民側としても大変なことになるので実

現は難しいかもしれない。議会も実情を把握するための調査を引き続きやって、次の対策

や委員会としての結論も見えてくるのはないか。 

  ・参考人招致という話がある。委員会としては可能であるが、この点についてどのような

考えがあるか。 

  ・区長を呼んでもあまり意味がないと思う。根本の問題は公益上の必要性である。それに

は区長は来なくてもいいと思う。また、ほかの方を呼ぶ必要はないと思う。 

  ・今すぐということではないが、和解したときに取り下げるのであれば、取り下げるため

の和解の条件が整ったときには、細野区長も関係してくると思う。今すぐ呼びたいという

ことではない。 

  ・委員会として意思決定をしたいと思っている。 

  ・法律上のことで和解はできない。きちんとしたけじめはつけないとならない。公益上の

必要性がないというところはきちんとしなければならない。補償問題については必要な費

用を払ってもらい、機械を返してもらえばいい。 

  ・公益上の必要性がなかったと認めた場合、一旦は返してもらうことが成立するのであれ

ば、認めたことにはならないか。 

  ・参考人招致は、招致しないこととする。 

  ・公益上の必要性がないというのは、法律上の話である。市長が認めてしたことなので、

違反しているのは市長である。細野区長が違反しているわけではない。必要性がないのに

譲渡したのであれば返してもらえばいい。損害賠償請求の部分については条件の中で和解

ができるが、法律違反の部分についてはだめという話。 

  ・公益上の必要性がないということが明確になり、機械を返してもらうことになったとし

て、賠償金については、市長が認めるならゼロでいいという話もあり得るのか。 

  ・賠償金は、裁判のときは書かなければならないから書いてある。使っただけの費用を支

払い、機械を返してもらえればいい。それを市長に求めている。区長ではない。 

  ・和解が成立すれば、損害賠償は請求しないということか。 

  ・法律上のことは和解というわけにはいかない。 

  ・議員皆さんで向かえば、市長はわかると思う。 

  ・そこを含めて、今後の検討課題ということにする。 
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  再  開（15：25） 

 

本田委員長  休憩を解き、会議を再開いたします。 

   今ほど、今後の方針ということで各委員の皆さんから考え方と聞かせていただきました。

今後につきましては、委員会としてできるところが何件かありますので、その件につきま

して引き続き調査するということでよろしいでしょうか。（異議なし）それでは、そのよう

な方針で引き続き委員会を進めさせていただきます。本件については以上といたします。 

 

（12）閉会中の所管事務等の調査について 

 

本田委員長  日程第 12、閉会中の所管事務等の調査についてを議題とします。お諮りします。

本委員会が、閉会中に所管事務等の調査を行うことについて、議長宛てに申し出たいと思

います。ご異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認めます。したがって、閉会中の所

管事務等の調査については、議長宛て申し出を行うことに決定いたしました。 

 

（13）その他 

   ・行政視察の総括について 

 

本田委員長  日程第 13、その他を議題といたします。まず、行政視察の総括についてを議題

といたします。今回の行政視察に対する各委員の感想、意見等の総括をお願いいたします。

順次皆さんからご意見を伺いたいと思いますが、お手元の資料に行政視察報告書がござい

ます。皆さんのご意見を拝聴させていただきまして、活字にいたしました。８番、所見の

ところでございます。これでよろしいでしょうか。意見交換、自由討議等は必要ですか。

学校教育課長からも授業時間、日数の話もありましたけれども、そこにつきましては、こ

の行政視察報告には含まれておりません。(異議なし) 

   続きまして、小松市、地域防災力向上の取り組みについてでございます。こちらにつき

ましても同じように皆さんの意見をまとめてございます。これでよろしいでしょうか。(異

議なし)自由討議等は必要でしょうか。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）行政視

察の総括につきましては、議長宛てに報告することとさせていただきたいと思いますが、

ご異議ありませんか。（異議なし）そのように決定しました。今回研修してきた内容につ

いては、各委員の議員活動又は委員会でも引き続き検討課題として調査していくこととし、

以上とします。 

 

   ・議会報告会の意見・要望の取り扱いについて 

 

本田委員長  次に、議会報告会の意見・要望の取り扱いについてを議題といたします。これ

より、議会報告会の意見・要望の取り扱いについて協議願います。11 月 22 日開催の全員

協議会で各議員へ資料が配付されています。当委員会への意見、要望については、配付済

みの令和元年第２回議会報告会意見・要望取扱い区分のとおりであります。当委員会の該
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当は、14 番から 38 番までの 25 項目であります。事前に私と事務局担当で検討を加え、取

り扱いの区分案、Ａ、Ｂ、Ｃを記入済みです。これらについて検討願います。しばらくの

間休憩し、順次取り扱い等を協議したいと思います。 

 

  休  憩（15：30） 

 

  休憩中に懇談的に意見交換 

 

  再  開（15：38） 

 

本田委員長  休憩を解き、会議を再開いたします。休憩中に協議いただきました。結果につ

きましては事務局から報告させていただきます。 

磯部議会事務局次長  今ほどお話いただいた件について、復唱いたします。14 番Ａ、15 番

Ａ、16 番Ａ、17 番Ｃ、18 番Ａ、19 番Ａ、20 番Ａ、21 番Ｂ、22 番Ａ、23 番Ａ、24 番Ｃ、

25 番Ａ、26 番Ａ、27 番Ａ、28 番Ｃ、29 番Ｃ、30 番Ｂ、31 番Ａ、32 番Ｃ、33 番Ａ、34 番

Ｃ、35 番Ａ、36 番Ｃ、37 番Ｃ、38 番Ａとなりました。以上です。 

本田委員長  本件につきましては以上といたします。 

   委員の皆さんからほかにご意見、協議事項等はございますでしょうか。 

大平（恭）委員  これは、災害に特化したものが中心となっていますので、早速年明けから

議論を始めて、一つでも方向性が見えるように委員会として取り組むというのが必要だと

思いますので、議題にぜひ入れていっていただきたいということです。 

本田委員長  少し休憩して、皆さんからご意見を伺いたいと思います。 

 

  休  憩（15：39） 

 

  休憩中に懇談的に意見交換 

 

  再  開（15：49） 

 

本田委員長  休憩を解き、会議を再開いたします。 

   今ほど委員会の今後の予定について、皆さんからご意見をいただきました。閉会中につ

いては、教育委員会の宿題、細野のロータリー除雪車、防災に関して取り組むこととする。

保育園の民営化計画については、子ども・子育て支援事業計画のパブコメが終わった後に、

恐らく２月定例会のこの委員会に報告が出てくると思うので、次回に取り扱うこととする。

以上となりました。本日の会議録の作成については、委員長に一任願います。本日の総務

文教委員会はこれで閉会します。 

 

  閉  会（15：49） 


